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第 1 章 本書の概要 

本書は、中央新幹線第二大井トンネルほか新設工事（以下、「本工事」という。）の実施に

あたり、「中央新幹線（東京都・名古屋市間）環境影響評価書【岐阜県】平成26年８月」（以

下、「評価書」という。）に基づいて実施する環境保全措置、事後調査及びモニタリングなど

の環境保全に係る具体的な計画について取りまとめたものである。 
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第 2 章 工事の概要 

2-1 工事の概要 

工事名称   ：中央新幹線第二大井トンネルほか新設 

工事場所   ：岐阜県恵那市大井町 

工  期   ：2025年５月29日～2030年３月22日 

工事概要   ：準備工 

（工事施工ヤード（品川方：約4ha、名古屋方：約6ha）、道水路付替） 

トンネル工  

（山岳工法によるトンネル区間 約1,110m） 

（開削工法によるトンネル区間 品川方：約110m、名古屋方：約380m） 

橋りょう工等（橋りょう・高架橋：約200m、明かり路盤※1：約140m） 

工事時間※2※3：準備工    8 時 00 分～18 時 00 分 

トンネル工 

山岳工法   24 時間施工 

開削工法    8 時 00 分～18 時 00 分 

橋りょう工等     8 時 00 分～18 時 00 分 

資機材運搬       7 時 30 分～18 時 00 分 

発生土運搬       8 時 00 分～17 時 00 分 

休工日※3※4 ：日曜日、お盆、年末年始、ゴールデンウィーク 

 

※1 明かり路盤とは、第二大井トンネル名古屋方坑口から阿木川橋りょう品川方橋台までの

土工区間、阿木川橋りょう名古屋方橋台から長島トンネル品川方坑口までの土工区間の

ことをいう。 

※2 上記の時間帯は、工事施工箇所での作業開始、終了の時間である。 

※3 工事の進捗、作業の内容、運搬物の状況等により、やむを得ず、上記以外の工事時間や、

上記の日程に作業や運搬を行うことがあるが、予め関係者と調整する。 

※4 地域のイベント等が開催される場合は、工事の施工時間等について予め関係者と調整す

る。 
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2-2 工事位置 

本工事の工事位置は図 2-2-1 に示すとおりである。また、各工事施工ヤードの範囲について

図 2-2-2～図 2-2-3 に示す。 

 

・現時点での計画であり、工事の状況等により変更となる場合がある。 

図 2-2-1 工事位置 

 

 

 ・本図は自社の測量成果物を用いている。 

・現時点での計画であり、工事の状況等により変更となる場合がある。 

図 2-2-2 品川方工事施工ヤード 
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・本図は自社の測量成果物を用いている。 

・現時点での計画であり工事の状況等により、変更となる場合がある。 

図 2-2-3 名古屋方工事施工ヤード及び阿木川工事施工ヤード 
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2-3 構造物概要 

本工事の構造物の概要を、図 2-3-1 に示すとおり、第二大井トンネル（品川方）の山岳

工法を中心とした区間（以下、「山岳トンネル区間」という。）と、第二大井トンネル（名

古屋方）の開削工法による区間（以下、「開削トンネル区間」という。）、明かり路盤及び

橋りょう、高架橋からなる区間（以下、「橋りょう区間」という。）に分け、以下に示す。 

また、橋りょう区間については構造一般図を図 2-3-2 に示す。 

 
・現時点での計画であり工事の状況等により、変更となる場合がある。 

図 2-3-1 構造物概要図（区間） 

 

【山岳トンネル区間の構造物概要】 

・構造形式 

 【トンネル】開削工法によるトンネル区間（約 110m） 

       山岳工法によるトンネル区間（約 1,110m） 

 

【開削トンネル区間の構造物概要】 

・構造形式  

【トンネル】開削工法によるトンネル区間（約 380m） 

 

【橋りょう区間の構造物概要】 

・構造形式 

 【明かり路盤（土構造）】明かり路盤区間（品川方：約 100m、名古屋方：約 40m） 

 【橋りょう・高架橋】 

（下部工）橋台２基（Ａ１、Ａ２ 直接基礎：２基） 
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       橋脚３基（Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３ 直接基礎：３基） 

  （上部工）高架橋：単純 PC ホロースラブ桁１連（約 20m） 

橋りょう：３径間連続 PC 箱桁１連（約 180m） 

 

 

図 2-3-2 橋りょう区間の構造一般図 
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2-4 施工手順 

   準備工、トンネル工、橋りょう工等の施工時に使用する主な建設機械を表 2-4-1～表 2-4-

3 に示す。また、準備工、トンネル工、橋りょう工等の施工手順について、区間ごとに示

す。 

 

表 2-4-1 主な建設機械（山岳工法によるトンネル） 

種類 規格 

バックホウ 0.8m3 

大型ブレーカー 1,300kg 級 

コンクリートポンプ車 45m3/h 

ドリルジャンボ 
ホイール式・3 ブーム・2 バスケット

ドリフタ能力 150kg 超級 

自由断面トンネル掘削機 250～300kW 級 

コンクリート吹付機・エレクタ 22～35m3/h 級 

ホイールローダ 3.4 m3積級 

大型ダンプトラック 坑内専用 25t 級 

ダンプトラック 10t 

トラックミキサー車 10t 

 

表 2-4-2 主な建設機械（開削工法によるトンネル） 

種類 規格 

バックホウ 0.8m3 

大型ブレーカー 1,300kg 級 

コンクリートポンプ車 45m3/h 

ラフテレーンクレーン 16～50t 

ブルドーザ 3t 級 

振動ローラ 5t 級 
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表 2-4-3 主な建設機械（橋りょう工等） 

種類 規格 

バックホウ 0.8m3 

大型ブレーカー 1,300kg 級 

クローラークレーン 100～220t 

ラフテレーンクレーン 13～70t 

コンクリートポンプ車 100～160m3/h 

油圧式杭圧入引抜機 110～160t 
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2-4-1 山岳トンネル区間 

 山岳トンネル区間の工事フローを図 2-4-1-1 に示す。まず品川方工事施工ヤードを造成

し、トンネル掘削に必要な仮設備を設置してから、トンネルを名古屋方に向かって掘り進め

る。なお、品川方坑口部は開削工法により構築する。また、計画路線に支障する市道等の切

回し及び付替が必要となる。以下に詳細な施工手順を示す。 

  

 
   ・本図は自社の測量成果物を用いている。 

   ・現時点での計画であり、工事の状況等により変更となる場合がある。 

図 2-4-1-1 山岳トンネル区間の工事フロー及び位置図  
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2-4-1-1 準備工(品川方工事施工ヤード) 

   品川方工事施工ヤードを図 2-4-1-2 に示す。図 2-4-1-3 に示すとおり、はじめに工事施工

ヤード範囲内の樹木伐採や仮囲いの設置及び出入口の整備を行う。その後、バックホウ等を

使用して切土・盛土工、排水工、舗装工、仮設沈砂池の設置等を行う。工事施工ヤード内の

造成については、図 2-4-1-4、図 2-4-1-5 のとおり行う。濁川では河川改修事業が計画され

ており、計画路線（地上区間）との交差部には先行して整備された未供用の河川（以下、濁

川（計画河道）という。）がある。濁川（現河道）と濁川（計画河道）の渡河部について

は、図 2-4-1-6 に示すとおり、濁川（現河道）は仮桟橋、濁川（計画河道）は大型土のうを

組合せた路体盛土により渡河する構造とし、いずれも工事完了まで存置する計画である。な

お、仮桟橋及び路体盛土の形状等については、河川管理者と協議し決定する。大型土のうに

ついては工事施工ヤード内にて発生した土砂を用いて製作することを考えており、路体盛土

のイメージを図 2-4-1-7 に示す。 

   なお、品川方工事施工ヤードは本工事に必要な範囲を造成し、隣接する計画路線（地上区

間）および第一大井トンネルの施工においても共用する予定である。これらについては現在

未契約のため、契約し次第、環境保全に係る具体的な計画を取りまとめ公表する。 

  

    ・本図は自社の測量成果物を用いている。 

    ・現時点での計画であり、工事の状況等により変更となる場合がある。 

図 2-4-1-2 品川方工事施工ヤードの平面図 

鴨田集会所

濁川

名古屋方

品川方

路体盛土
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図 2-4-1-3 工事施工ヤード造成の施工手順 

 

  

    ・本図は自社の測量成果物を用いている。 

    ・現時点での計画であり、工事の状況等により変更となる場合がある。 

図 2-4-1-4 品川方工事施工ヤードの造成形状 

長島トンネルの例 岐阜県駅（仮称）の例

長島トンネルの例 中部総合車両基地の例

仮囲い・出入口整備、樹木伐採

工事施工ヤード整備（仮設沈砂池、側溝設置等含む）
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切土範囲 埋戻範囲
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A’
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・現時点での計画であり、工事の状況等により変更となる場合がある。 

図 2-4-1-5 工事施工ヤードの断面図（Ａ－Ａ’断面） 

 

 
・現時点での計画であり、工事の状況等により変更となる場合がある。 

図 2-4-1-6 濁川渡河部の平面図 

 

 

図 2-4-1-7 路体盛土のイメージ 
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2-4-1-2 準備工（市道大井町 83 号線等の切回し及び付替） 

図 2-4-1-8 に示す市道大井町 83 号線及び道路直下の上下水道、排水路は、計画路線（トン

ネル区間）に支障するため、バックホウ等を使用して切土工、盛土工等を行い、切回ししたう

えで、その後付替えて復旧する。 

  

       ・本図は自社の測量成果物を用いている。 

       ・現時点での計画であり、工事の状況等により変更となる場合がある。 

図 2-4-1-8 市道大井町 83 号線 現況平面図、断面図（付替前、付替後） 

 

付替にあたっては、まず既設市道の西側に図 2-4-1-9 に示す赤色の仮設の迂回路及び上下

水道を整備する。トンネルを構築したのちに、縦断線形を変更して道路及び上下水道を復旧

する計画である。なお、排水路は自然流下で濁川に排水できるように中央新幹線計画路線の

南側に付替えることを考えている。下水道はポンプ設備を設け、既設の下水道管に接続する。

詳細については道路管理者、水道管理者等と調整したうえで行う。 
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既設市道から迂回路への切替時や、迂回路から付替道路への切替時には一時的に通行止め

が発生する可能性がある。 

 

 ・本図は自社の測量成果物を用いている。 

 ・現時点での計画であり、工事の状況等により変更となる場合がある。 

図 2-4-1-9 市道大井町 83 号線等の切回し及び付替平面図、断面図 
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2-4-1-3 トンネル工（品川方坑口部） 

品川方坑口部については、図 2-4-1-10 に示すように、道路の切回しとトンネルの構築を交

互に行いながら工事を進める。①ヤード整備完了後に、②図中の名古屋方にて、図 2-4-1-11

に示すように、バックホウ等を使用して保護盛土を構築する。なお、保護盛土の盛土材には

現地発生土を改良して使用することを考えている。③市道大井町 83 号線の迂回路は保護盛土

の上に切り替える。④その後、付替道路の直下をバックホウ等によりトンネル下端まで掘削

したのちに、⑤トンネルを構築し埋戻す（詳細な施工手順については、「2-4-1-4 トンネル

工（開削工法）」を参照）。⑥埋戻し完了後は、付替道路を施工し道路を再度切り替える。⑦

その後、山岳工法にて保護盛土下から山岳トンネル区間の西端までトンネルを施工する（詳

細な施工手順については、「2-4-1-5 トンネル工（山岳工法）」を参照）。山岳工法による

トンネル工事完了後に、図 2-4-1-17(1)～(2)に示すトンネル工事に必要な設備を撤去し、⑧

図中の品川方のトンネルを開削工法により施工する。 

  

・本図は自社の測量成果物を用いている。 

・現時点での計画であり、工事の状況等により変更となる場合がある。 

図 2-4-1-10 品川方坑口部の詳細な施工手順 

①ヤード整備

②保護盛土を施工

③迂回路を施工

⑤開削工法にて付替道路直下のトンネルを施工

⑥トンネルを埋戻し、付替道路を施工

⑦山岳工法にて保護盛土下のトンネルを施工

⑧開削工法にて品川方のトンネルを施工
迂回路

付替道路

保護盛土

トンネル

のり面

切土範囲

工事施工ヤード

④切土工
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・土被りの小さい坑口付近では、人工的な盛土を一旦構築し、その後、 

この盛土を山岳工法にて掘削する方法がよく採用される。 

この人工的な盛土のことを「保護盛土」という。 

・施工手順については、現地の状況等により変更となる場合がある。 

 

図 2-4-1-11 保護盛土部分の施工イメージ 

  

①掘削

②保護盛土

③表層部の埋戻し

④トンネル掘削
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2-4-1-4 トンネル工（開削工法） 

  開削トンネルの施工手順を図 2-4-1-12 に示す。①まずはバックホウ等により、トンネル下端

まで掘り進め、②鉄筋コンクリートによりトンネル本体を構築し、③埋戻し・覆土を行う。埋

戻しに用いる土砂は、本工事における発生土や購入土等を用いることを考えている。 

 
 

・施工手順については、現地の状況等により変更となる場合がある。 

・類似工事の写真を掲載。 

図 2-4-1-12 開削トンネル施工ステップ図 

 

  

① トンネル床付け掘削

② 鉄筋組立・
コンクリート打設

③ 埋戻し・覆土
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2-4-1-5 トンネル工（山岳工法） 

本工事における地質縦断図を図 2-4-1-13 に、平面図を図 2-4-1-14 に示す。山岳トンネル

区間の地質については、土被りが小さく地上に家屋が連続的に分布していることや、水道施

設や中央本線等の重要施設に近接していることから、これまでに 10 地点で地質調査を行っ

ており、その調査結果よりトンネル掘削箇所は未固結であるものの水を通しにくい瀬戸層群

土岐砂礫層により構成されていることや、断層や破砕帯が存在しないことを確認した。 

ただし、当該区間は全体的に土被りが小さく、周辺地上部にため池や、浅層の地下水を対

象とした 10m 未満の浅井戸が存在しており、トンネル掘削に伴い湧水が生じた場合は、一部

の水資源へ影響を及ぼす可能性があるため、「3-4-2 水環境（水質、地下水、水資源）」

のとおり、水環境に対する環境保全措置を実施する。 

また、トンネル掘削時に地上の土地利用に支障を生じさせないため、トンネルの変位を最

小限に抑えるよう施工管理を徹底する。 

掘削方式については、地上の土地利用の状況、地質の状況、土被り等を踏まえ、機械掘削

方式で施工する計画とする。なお、山岳工法で掘削するトンネルのうち品川方から 200m の

範囲では、地質の状況から、防音扉を設置のうえ、発破掘削方式を採用する可能性もある。 

 

 

図 2-4-1-13 地質縦断図 
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・本図は自社の測量成果物を用いている。 

図 2-4-1-14 トンネル掘削箇所の平面図 

 

山岳工法によるトンネルの標準的な施工手順を図 2-4-1-15 に示す。また、本線トンネル

の標準的な断面を図 2-4-1-16 に示す。 

   トンネル掘削時は工事施工ヤード内にトンネル工事に必要な設備を図 2-4-1-17(1)～(2)

のように配置する。また、排水処理のフロー図を図 2-4-1-18 に示す。 

 

・施工方法については工事の進捗等により変更となる場合がある。 

図 2-4-1-15 山岳工法によるトンネルの標準的な施工手順（写真は類似工事の例） 
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図 2-4-1-16 本線トンネルの標準的な断面 

 

  

・本図は自社の測量成果物を用いている。 

・現時点の計画であり、工事の状況等により変更する場合がある。 

図 2-4-1-17(1) 山岳工法によるトンネル掘削時の品川方工事施工ヤード内設備配置図 
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・現時点の計画であり、工事の状況等により変更する場合がある。 

図 2-4-1-17(2) トンネル掘削時に配備する土砂ピット（判定用）設備 

 

 
・排水処理系統については湧水量等により変更する場合がある。 

・現時点の計画であり、工事の状況等により、工事施工ヤード内に濁水処理設備を増設する場合がある。 

・その他の工事排水処理のフロー図は図 3-4-2-1 参照。 

図 2-4-1-18 排水処理のフロー図 
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2-4-2 開削トンネル区間 

開削トンネル区間は、恵那市が整備する市道大井町 80 号線及び市道大井長島２号線を主

な工事進入路として工事を行う計画である。 

図 2-4-2-1 に全体平面図と主な断面における断面図を示す。Ａ断面付近は山岳トンネル区

間となり、置き換え改良土による保護盛土を施工する。開削トンネル区間は、Ｂ断面に示す

とおり、トンネル構築後に埋戻しを行う。Ｃ断面では盛土構造となる。計画路線の両側には

恵那市の側道が今後整備される計画となっている。なお、中央本線交差部及び開削トンネル

区間との境界付近で土被りが小さくなる箇所は山岳トンネル区間であるが、当該区間でトン

ネル施工前に地上から実施する準備工事については開削トンネル区間の工事として説明す

る。 

開削トンネル区間の工事は、地上からの掘削となるため、支障する道路や水路等を切り回

して工事施工ヤードを確保しながら工事を進めていく。したがって、工事の段階に応じて工

事施工ヤードとして使用する範囲や付替道路が変化する。図 2-4-2-2 に開削トンネル区間の

主要な施工ステップを示し、詳細については「2-4-2-1 名古屋方工事施工ヤード東側の施

工（準備工、トンネル工（開削工法））」以降において、説明する。トンネル工や明かり路

盤工を含めた最終的な名古屋方工事施工ヤード内の造成形状については、図 2-4-2-3 のよう

になる。 

  
・本図は自社の測量成果物を用いている。 

・現時点の計画であり、工事の状況等により変更する場合がある。 

図 2-4-2-1 開削トンネル区間の全体平面図、主な断面における断面図 
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・本図は自社の測量成果物を用いている。 

・現時点の計画であり、工事の状況等により変更する場合がある。 

・下線を付した工事については、橋りょう区間の工事内容であり、詳細は「2-4-3 橋りょう区間」におい  

て説明する。 

・破線の囲みについては事業主体である恵那市が整備を行う。 

図 2-4-2-2 開削トンネル区間の主要な施工ステップ 
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・本図は自社の測量成果物を用いている。 

・現時点での計画であり、工事の状況等により変更となる場合がある。 

・恵那市道路事業による造成についても合わせて示している。 

図 2-4-2-3 名古屋方工事施工ヤードの造成形状 

 

2-4-2-1 名古屋方工事施工ヤード東側の施工（準備工、トンネル工（開削工法）） 

まずは、図 2-4-2-4 に示す新設された市道大井長島２号線より、工事施工ヤードへ進入し

工事を開始する。工事施工ヤードでは、図 2-4-1-3 に示すとおり、樹木伐採や仮囲いの設置

及び出入口の整備を行い、バックホウ等を使用した工事施工ヤードの整備、仮設沈砂池の設

置を行う。なお、市道大井長島２号線の整備前に既存の道路を利用可能な小型車両を用い

て、仮囲いの設置等の一部の軽微な作業を行うことを検討している。 

新設道路①を整備してから市道大井町 118 号線の一部区間を廃止し付替える。詳細につい

ては道路管理者、水道管理者等と調整したうえで行う。 

続いて、工事用車両の進入路整備を行う。その後、名古屋方工事施工ヤード全体の東側を

工事施工ヤードとして整備する。その際、市道大井町 117 号線については、新設道路②によ

り市道野尻島田線への接続を確保し、法定外道路 No.9 及び No.10 のうち工事施工ヤードと

交差する区間については廃止する。 

その後、山岳工法による施工となる中央本線交差部については事前の防護工、開削工法と

の境界付近で土被りが小さくなる箇所については図 2-4-1-11 のように保護盛土を地上から

施工する。保護盛土を施工する際には、市道野尻島田線の仮切回しが発生するため、詳細に
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ついては道路管理者、水道管理者等と調整したうえで行う。なお、保護盛土の盛土材には現

地発生土を改良して使用することを考えている。開削工法による掘削を行う範囲では「2-4-

1-4 トンネル工（開削工法）」に従い、トンネルを構築し埋戻しを行う。 

 

・本図は自社の測量成果物を用いている。 

・現時点の計画であり、工事の状況等により変更する場合がある。 

図 2-4-2-4 名古屋方工事施工ヤード（東側施工時）の平面図 

 

2-4-2-2 名古屋方工事施工ヤード西側の施工（準備工、トンネル工（開削工法）） 

工事施工ヤード東側の工事が完了した後、図 2-4-2-5 に示すように、工事施工ヤード西側

の工事を行うため、新設道路③を迂回路として整備してから、市道野畑野尻線の一部区間及

び市道大井町 131 号線の一部区間を廃止し付替える。詳細については道路管理者、水道管理

者等と調整したうえで行う。 

また、中央本線の防護工、保護盛土が完了した区間については、「2-4-1-5 トンネル工

（山岳工法）」の施工手順に従って品川方から掘削を行い、構築済の開削トンネルに到達す

る計画である。 

その後、工事施工ヤードの西側において、「2-4-1-4 トンネル工（開削工法）」に従

い、トンネルを構築し埋戻しを行う。また、「2-4-3-2 橋りょう工等」に従い、Ａ１橋台

における下部工、明かり路盤工を行う。 
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・本図は自社の測量成果物を用いている。 

・現時点の計画であり、工事の状況等により変更する場合がある。 

図 2-4-2-5 名古屋方工事施工ヤード（西側施工時）の平面図 

 

工事施工ヤードの西側の工事が完了した後、恵那市が計画する側道事業を実施し、最終的

な道路形状は図 2-4-2-6 に示すような形状となる。 

 

・本図は自社の測量成果物を用いている。 

・現時点での計画であり、工事の状況等により変更となる場合がある。 

図 2-4-2-6 工事完了後の平面図 
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2-4-3 橋りょう区間 

橋りょう区間では、「2-3 構造物概要」で示した明かり路盤、下部工、上部工について、

各工事施工ヤードにて工事を行う。A1 ヤードと P1,P2 ヤードへは工事用進入路として恵那

市が整備する市道大井町 80 号線、市道大井長島２号線を使用する。工事施工ヤードと恵那

市道路事業との位置関係は、図 2-4-3-1 に示すとおりである。以下に詳細な施工手順を示

す。 

 

・本図は自社の測量成果物を用いている。 

・現時点での計画であり、工事の状況等により変更となる場合がある。 

図 2-4-3-1 阿木川工事施工ヤードと恵那市道路事業との位置関係 
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2-4-3-1 準備工（阿木川工事施工ヤード造成） 

阿木川工事施工ヤードは、図 2-4-3-2 に示すとおり、橋りょう工等の施工段階に応じて、

A1 ヤード、P1・P2 ヤード、P3 ヤード、A2 ヤードを設置する。なお、A1 ヤードは開削トン

ネル区間の名古屋方工事施工ヤードと共通のヤードとなる。工事に伴う最終的な造成形状を

図 2-4-3-3、図 2-4-3-4 に示す。 

各ヤードの施工手順は、図 2-4-1-3 に示すとおり、はじめに工事施工ヤード範囲内の樹木

伐採や仮囲いの設置及び出入口の整備を行う。その後、バックホウ等を使用した工事施工ヤ

ードの整備、仮設沈砂池の設置を行う。各ヤードへの進入は隣接する市道等から行い、P1・

P2 ヤードへは市道大井町 80 号線及び市道大井長島２号線、P3 ヤードへは県道 72 号線、A2

ヤードへは市道大井町 171 号線から進入する。 

なお、市道大井町 171 号線は計画路線（トンネル区間）に支障するため、図 2-4-3-5 に示

すとおり、隣接工区の中央新幹線長島トンネル新設工事（以下、「長島工区」という。）に

おいて付替える計画である。A2 ヤードの整備は、市道大井町 171 号線の付替完了後に着手

する計画である。また、A2 ヤードは本工事に必要な範囲を造成し、長島工区の施工におい

て共用する予定である。これらについては計画がまとまり次第、環境保全に係る具体的な計

画を取りまとめ公表する。 

本工事における A2 ヤードでの工事や、長島工区における市道大井町 171 号線の付替工事

では、ヤードが狭隘となることが想定されるため、P3 ヤードの一部を利用し資機材等の仮

置きを行うことを考えている。また、上部工施工時や防音防災フード架設時の大型のクロー

ラークレーンの据付や資機材の仮置きに必要な範囲において、地表面の不陸を整正するため

の造成を行う計画である。図 2-4-3-6 に防音防災フード架設時の P3 ヤード内の設備配置計

画を示す。造成に用いる土砂は、本工事における発生土や購入土等を用いることを考えてい

る。 
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・本図は自社の測量成果物を用いている。 

・現時点での計画であり、工事の状況等により変更となる場合がある。 

図 2-4-3-2 阿木川工事施工ヤード 
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・本図は自社の測量成果物を用いている。 

・A1 ヤードにおける造成計画は、名古屋方工事施工ヤードの造成計画として、図 2-4-2-3 に示す。 

・市道大井町 171 号線の付替に伴う造成については、長島工区にて行うため、本図には示していない。 
・現時点での計画であり、工事の状況等により変更となる場合がある。 

図 2-4-3-3 阿木川工事施工ヤードの造成形状 

 

 
・現時点での計画であり、工事の状況等により変更となる場合がある。 

図 2-4-3-4 工事施工ヤードの断面図（Ａ－Ａ’断面） 
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・本図は自社の測量成果物を用いている。 

・本図における長島トンネルは、本書対象外の計画路線である。 

・現時点での計画であり、工事の状況等により変更となる場合がある。 

図 2-4-3-5 市道大井町 171 号線の付替及び A2 ヤード 

 

 

・本図は自社の測量成果物を用いている。 

・現時点での計画であり、工事の状況等により変更となる場合がある。 

図 2-4-3-6 防音防災フード架設時の P3 ヤード内の設備配置計画 
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2-4-3-2 橋りょう工等 

橋りょう工等の施工手順を以下に示す。 

 

【明かり路盤工、下部工】 

  下部工（P1･P2･P3 橋脚･A1･A2 橋台）の配置は図 2-4-3-7 に示すとおりで、下部工の施工手

順を図 2-4-3-8 に示す。まずは鋼矢板等により土留めを構築し、バックホウ等により掘削を

行う。その後、下部工の基礎を鉄筋コンクリートにより構築していく。橋台の完成後、その

背面の明かり路盤についても、バックホウ等による造成工事を行う。 

  

図 2-4-3-7 平面図 

 

・現時点での計画であり、工事の状況等により変更となる可能性がある。 

図 2-4-3-8 下部工の施工手順 

  

（本図は自社の測量成果物を用いている） 



 

 

2-32 

【上部工（固定式支保工・張出架設工)】 

  上部工は図 2-4-3-9 に示すとおり、A1・P1 間のＰⅭ単純ホロースラブ桁は固定式支保工に

よる架設、P1・P2・P3・A2 間の３径間連続 PC 箱桁は張出架設（県道 72 号上については吊支

保工・支柱式支保工による架設）により施工する。 

  上部工の完了後、路盤工を行い、前後の明かり路盤も含めて、防音防災フードの架設を行

う。 

 

・現時点での計画であり、工事の状況等により変更となる可能性がある。 

図 2-4-3-9 上部工の施工手順 
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【橋りょう工等の流れ】 

  施工の流れを図 2-4-3-10 に示す。はじめに、P2 橋脚、P3 橋脚を施工する。続いて、A1 橋

台、P1 橋脚、A2 橋台を施工する。施工が完了した P2 橋脚から P1 橋脚及び P3 橋脚に向かっ

て、P3 橋脚から P2 橋脚及び A2 橋台に向かって上部工（張出架設）を施工する。次に、A1 橋

台～P1 橋脚間の上部工（固定式支保工による架設）、P3 橋脚～A2 橋台間のうち県道 72 号直

上の部分の上部工（吊支保工・支柱式支保工による架設）を施工する。 

  最後に、明かり路盤工、防音防災フード架設等を行う。 

 

 

 

・現時点での計画であり、工事の状況等により変更となる可能性がある。 

図 2-4-3-10(1) 橋りょう工等の施工の流れ 
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・現時点での計画であり、工事の状況等により変更となる可能性がある。 

図 2-4-3-10(2) 橋りょう工等の施工の流れ 
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2-5 工事工程 

 工事工程を表 2-5-1 に示す。 

②開削トンネル区間の工事は、恵那市道路事業である市道大井町 80 号線の拡幅及び市道大

井長島２号線の新設が完了してから着手する計画である。③橋りょう区間の工事は、恵那市

道路事業である市道大井町 80 号線の拡幅が完了してから着手する計画である。 

表 2-5-1 工事工程表 

 

・現時点での計画であり、工事の状況等により変更となる可能性がある。 
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2-6 工事用車両の運行 

 2-6-1 工事用車両の運行台数 

一般道を運行する主な工事用車両（※）は、表 2-6-1 に示すとおりである。本工事で使用

する一般道（図 2-6-3 における地点Ａ及び地点Ｂ）において、想定される年度ごとの工事用

車両のピーク月における日平均運行台数の推移を図 2-6-1 及び図 2-6-2 に示す。 

※評価書における「資材及び機械の運搬に用いる車両」又は「資材運搬等の車両」を指す。 

表 2-6-1 主な工事用車両 

種類 規格 

トラック 10t、15t 積 

クレーン付トラック 4t 積 2.9t 吊 

ダンプトラック 10t 積 

トラックミキサー車 4m3 

コンクリートポンプ車 大型車（8t 級） 

ラフテレーンクレーン 25～70ｔ 

トレーラー 15～25t 積 

 

 

・運行台数は、片道を１台とした両方向の交通量を示している。 

・上記の台数は、日平均運行台数が最大となる月を代表して示しているものであり、常に上記台数の工

事用車両を運行するものではない。 

・一方で、まとまった量のコンクリートを打設する必要があるため、やむを得ず多くのトラックミキサ

ー車を運行することがあり、最大約 250 台/日の運行を計画している。トラックミキサー車が運行す

る日は、発生土や資機材に係る工事用車両運行合計台数を 496 台/日以内に抑える。 

・運行計画については、現時点の計画であり、工事の状況等により変更する場合がある。 

図 2-6-1 地点Ａにおける想定工事用車両台数の推移（往復） 
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・運行台数は、片道を１台とした両方向の交通量を示している。 

・上記の台数は、日平均運行台数が最大となる月を代表して示しているものであり、常に上記台数の工

事用車両を運行するものではない。 

・一方で、長島工区からの工事用車両（発生土）については、車両の運用上一定量をまとめて搬出する

計画であり、最大約 100 台/日の運行を計画している。また、本工事においては、まとまった量のコ

ンクリートを打設する必要があるため、やむを得ず多くのトラックミキサー車を運行することがあり、

最大約 250 台/日の運行を計画している。このように車両台数が増加する日は、本工事、長島工区で

調整し、発生土や資機材に係る工事用車両運行合計台数を 256 台/日以内に抑える。 

・上記台数には、長島工区における市道付替やトンネル掘削時の工事用車両台数を含んでおらず、計画

が具体化した後に、別途、環境保全の計画をとりまとめる。 

・運行計画については、現時点の計画であり、工事の状況等により変更する場合がある。 

図 2-6-2 地点Ｂにおける想定工事用車両台数の推移（往復） 
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2-6-2 工事用車両の運行ルート 

本工事の工事用車両（発生土以外）の主な運行ルートを図 2-6-3 に示す。また工事用車両

（発生土）の主な運搬ルートを図 2-6-4 に示す。 

発生土は図 2-6-4 に示すように、恵那市山岡町地内における民間事業（土地改良事業）造

成地に運搬し活用される計画である。なお、これ以外に発生土置き場が必要となる場合に

は、場所の選定、関係者との調整を行った後、関係する自治体も含め地元の皆様にお知らせ

し、工事を進めていく。 

 

・地点Ａは、評価書の予測地点のうち恵那市岡瀬沢地区において中央新幹線建設に係る複数の工事による工事

用車両が運行する地点である。 

・地点Ｂは、評価書の予測地点のうち恵那市大井町８区において中央新幹線建設に係る複数の工事による工事

用車両が運行する地点である。 

・運行ルートについては、現地の状況等により変更する場合がある。 

図 2-6-3 工事用車両（発生土以外）の主な運行ルート 
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・運搬ルートについては、現地の状況等により変更する場合がある。 

図 2-6-4 工事用車両（発生土）の主な運搬ルート 
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2-6-3 安全対策 

発生土運搬用のダンプトラックにはマルチ機能型 GPS 音声自動ガイダンスを導入し、図 2-

6-5 に示すとおり、運行状況を管理する。また、発生土運搬における標識を用いた工事用車

両の明示状況を図 2-6-6 に示す。 

   ダンプトラック出場時にはトラックスケールにて車両重量を計測し、過積載を防止する。 

 

図 2-6-5 マルチ機能型 GPS 音声自動ガイダンスシステム概要 

 

図 2-6-6 工事用車両（発生土）への標識の明示 
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【品川方工事施工ヤード】 

 図 2-6-7 に示すとおり、工事用出入口及び一般道路の横断箇所には交通誘導員を配置し、工事

用車両（発生土）への標識の明示の確認、一般車両や歩行者の通行状況を踏まえた車両出入りの

誘導を行う。第二大井トンネル品川方坑口へは、市道奥戸前田線から工事施工ヤードへ進入し、

工事施工ヤード内の工事用道路を通過するルートで到達する。なお、基本的には工事施工ヤード

内の工事用道路を使用するが、ヤード造成の初期など、市道牛馬場壱丁田線や市道大井町 83 号線

からも一部工事用車両が進入する計画である。 

 

 

・本図は自社の測量成果物を用いている。 

・工事・運搬車両の種類、現地の状況により変更する場合がある。 

図 2-6-7 交通誘導員等の配置計画図（品川方工事施工ヤード） 
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【名古屋方工事施工ヤード】 

 図 2-6-8、図 2-6-9 に示すとおり、工事用出入口及び一般道路の横断箇所には交通誘導員を配

置し、工事用車両（発生土）への標識の明示の確認、一般車両や歩行者の通行状況を踏まえた車

両出入りの誘導を行う。工事施工ヤードへは、新設される市道大井長島２号線及び工事用道路を

経由して進入する。 

 
・本図は自社の測量成果物を用いている。 

・工事・運搬車両の種類、現地の状況により変更する場合がある。 

図 2-6-8 交通誘導員等の配置計画（名古屋方工事施工ヤード（東側）) 

 

 

・本図は自社の測量成果物を用いている。 

  ・工事・運搬車両の種類、現地の状況により変更する場合がある。 

図 2-6-9 交通誘導員等の配置計画（名古屋方工事施工ヤード（西側）)  
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【阿木川工事施工ヤード】 

 図 2-6-10 に示すとおり、各橋台、橋脚の工事施工ヤードの出入口には、交通誘導員を配置し、

工事用車両（発生土）への標識の明示の確認、一般車両や歩行者の通行状況を踏まえた車両出入

りの誘導を行う。 

 

・本図は自社の測量成果物を用いている。 

 ・工事・運搬車両の種類、現地の状況により変更する場合がある。 

図 2-6-10 交通誘導員等の配置計画（阿木川工事施工ヤード) 
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第 3 章 環境保全措置の計画 

3-1 環境保全措置の検討方法 

評価書で予測した結果をもとに、評価書に記載した環境保全措置について、現地の状況

に合わせて以下に示す具体的検討手順により採否を検討した。また、工事に伴う改変を予

定している箇所に生育する植物について、環境保全措置の詳細な検討に向けた事前確認調

査を実施し、その調査結果も踏まえ、環境保全措置を検討した。なお、専門性の高い環境

保全措置については、専門家等の助言を受けて検討を行った。 

 

  （具体的検討手順） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

施設や工事施工ヤードの詳細な計画にあたり、動植物の重要な種が生息・生育する箇所

をできる限り回避するとともに、重要な地形及び地質等その他の環境要素への影響も考

慮し、地形の改変範囲をできる限り小さくするように計画 

そのうえで、工事による影響を低減させるための環境保全措置を、現場の状況に即し、 

  ・建設機械、仮設設備等のハード面 

  ・係員配置、講習・指導、設備のメンテナンス等のソフト面 

から検討 

必要な場合には、損なわれる環境の有する価値を代償するための措置について検討 
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3-2 環境保全措置を検討した事業計画地 

今回、環境保全措置を検討した事業計画地を、図 3-2-1～図 3-2-3 に示す。 

 

図 3-2-1 環境保全措置を検討した事業計画地 

 

 
・本図は自社の測量成果物を用いている。 

図 3-2-2 環境保全措置を検討した事業計画地（品川方工事施工ヤード） 
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・本図は自社の測量成果物を用いている。 

図3-2-3 環境保全措置を検討した事業計画地（名古屋方工事施工ヤード及び阿木川工事施工ヤード） 

  

N

名古屋方

品川方

第二大井トンネル名古屋方坑口

長島トンネル
品川方坑口
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本書対象の計画路線（トンネル区間）
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工事施工ヤード(環境保全措置を検討した事業計画地)
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(ｍ)
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3-3 重要な種の生息・生育地の回避検討 

本工事の工事施工ヤード等の検討にあたっては、使用する設備の必要面積や設備配置を

考慮したほか、重要な種の生息・生育地が存在することから、図 3-3-1 及び表 3-3-1 に示

すとおり、動植物の重要な種の生息・生育地の回避を検討し、重要な種への影響につい

て、回避又は低減を図った。また、植物の一部については、回避のための措置を講じても

生育環境が十分に保全されないと考えたため、「3-6 重要な種の移植」に示す通り、代

償措置を実施することとした。 

名古屋方工事施工ヤード及び阿木川工事施工ヤード、またその周辺において、哺乳類の

重要な種は見つかっていない。 

品川方工事施工ヤード及びその周辺において、底生動物、陸産貝類の重要な種は見つか

っていない。 

なお、希少種保護の観点から、位置等に関する情報については、非公開としている。 
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図 3-3-1(1) 重要な種の生息地の調査結果（動物：哺乳類） 

 

 

図 3-3-1(2) 重要な種の生息地の調査結果（動物：鳥類） 

平面図 

希少種保護のため、非公開 

平面図 

希少種保護のため、非公開 

（本図は自社の測量成果物を用いている） 

（本図は自社の測量成果物を用いている） 
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図 3-3-1(3) 重要な種の生息地の調査結果（動物：爬虫類、両生類） 

 

 

図 3-3-1(4) 重要な種の生息地の調査結果（動物：昆虫類） 

 

 

平面図 

希少種保護のため、非公開 

平面図 

希少種保護のため、非公開 

（本図は自社の測量成果物を用いている） 

（本図は自社の測量成果物を用いている） 



3-7 

 

 

図 3-3-1(5) 重要な種の生息地の調査結果（動物：魚類） 

 

 

図 3-3-1(6) 重要な種の生息地の調査結果（動物：底生動物） 

  

平面図 

希少種保護のため、非公開 

平面図 

希少種保護のため、非公開 

（本図は自社の測量成果物を用いている） 

（本図は自社の測量成果物を用いている） 
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図 3-3-1(7) 重要な種の生息地の調査結果（動物：陸産貝類） 

 

 

図 3-3-1(8) 重要な種の生育地の調査結果（植物）  

平面図 

希少種保護のため、非公開 

平面図 

希少種保護のため、非公開 

（本図は自社の測量成果物を用いている） 

（本図は自社の測量成果物を用いている） 
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表 3-3-1(1) 重要な種の回避検討 

 

  

平面図 

希少種保護のため、非公開 
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表 3-3-1(2) 重要な種の回避検討 

 

 

平面図 

希少種保護のため、非公開 
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3-4 工事による影響を低減させるための環境保全措置 

工事による影響を低減させるため、本工事において実施する環境保全措置について、

工事の内容や周辺の状況を考慮し、以下のとおり計画した。なお、本頁以降記載の環境

保全措置の効果は、主に評価書からの表現を引用しているものである。また、図に添付

されている写真は、岐阜県の中央新幹線工事の実施例または類似工事の例である。 

 

3-4-1 大気環境（大気質、騒音、振動） 

大気環境に関する環境保全措置を表 3-4-1-1 に示す。工事中に実施する環境保全措置

については、工事契約に盛り込み確実な実施を図るとともに適切な時期に実施状況の確

認を行う。 

 

表 3-4-1-1(1) 大気環境に関する環境保全措置 

環境要素 環境保全措置 環境保全措置の効果 実施箇所等 

大気質 

（二酸化窒素

及び浮遊粒子

状物質） 

排出ガス対策

型建設機械の

稼働 

排出ガス対策型建設機械を

使用することにより、二酸

化窒素及び浮遊粒子状物質

の発生を低減できる。 

工事施工ヤードで使用す

る建設機械は、排出ガス対

策型を使用する計画とし

た（図 3-4-1-1）。 

大気質 

（二酸化窒素

及び浮遊粒子

状物質、粉じ

ん等） 

騒音・振動 

工事規模に合

わせた建設機

械の設定 

工事規模に合わせて必要以

上の建設機械の規格、配置

及び稼働とならないように

計画することで、二酸化窒

素及び浮遊粒子状物質、粉

じん等、騒音、振動の発生

を低減できる。 

工事施工ヤードで使用する

建設機械は、工事規模を想

定して必要以上の規格、配

置及び稼働とならないよう

に計画した。 

大気質 

（粉じん等） 
仮囲いの設置 

住居等周辺環境を考慮した

仮囲いの高さの検討を行っ

たうえで仮囲いを設置する

ことで、粉じん等の拡散を

低減できる。 

工事施工ヤードにおいて

は、高さ 1.8m 以上の仮囲

いの設置を標準とする計

画とした（図 3-4-1-1）。 

大気質 

（二酸化窒素

及び浮遊粒子

状物質、粉じ

ん等） 

騒音・振動 

工事の平準化 

工事の平準化により片寄っ

た施工を避けることで、二

酸化窒素及び浮遊粒子状物

質、粉じん等、騒音、振動

の局地的な発生を低減でき

る。 

工事施工ヤードで使用す

る建設機械が、片寄った配

置及び稼働とならないよ

うに計画した。 

騒音・振動 

 

低騒音型・低

振動型建設機

械の採用 

低騒音型・低振動型建設機

械の採用により、工事に伴

う騒音の発生を低減するこ

とができる。 

工事施工ヤードで使用す

る建設機械は、低騒音型建

設機械を採用する計画と

した（図 3-4-1-1）。また、

現場状況を鑑み、低振動型

建設機械を採用するよう

努めるとともに、低振動型

機械の調達が困難等によ

り、採用できない場合はで

きる限り振動の少ない建

設機械を採用する計画と

した。 
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表 3-4-1-1(2) 大気環境に関する環境保全措置 

環境要素 環境保全措置 環境保全措置の効果 実施箇所等 

騒音 

仮囲い・防音

シート等の設

置による遮音

対策 

仮囲いについて、住居等周

辺環境を考慮した高さの検

討を行ったうえで、防音シ

ート等を設置することで、

遮音による騒音の低減効果

が見込まれる。なお、防音

シートの遮音性能は、透過

損失 10dB とされている

（ASJCN-Model 2007）。 

工事施工ヤードにおいて

は、高さ 1.8m 以上の仮囲

いの設置を標準とすると

ともに、土砂ピット（判定

用）や坑口部を覆う防音ハ

ウスを設置する計画とし

た。発破掘削を行う際は坑

口部に防音扉を設置する

計画とした。また、吹付コ

ンクリートプラントは防

音対策として建屋で囲う

計画とした（図 3-4-1-1）。 

大気質 

（二酸化窒素

及び浮遊粒子

状物質） 

騒音 

振動 

建設機械の使

用時における

配慮 

工事の実施にあたって、高

負荷運転の防止、アイドリ

ングストップの推進等によ

り、二酸化窒素及び浮遊粒

子状物質、騒音、振動の発

生を低減できる。 

工事施工ヤードで建設機

械の稼働に従事する者に

対して、高負荷運転の防止

及びアイドリングストッ

プの講習・指導を実施す

る。 

大気質 

（二酸化窒素

及び浮遊粒子

状物質） 

騒音 

振動 

建設機械の点

検・整備によ

る性能維持 

法令上の定めによる定期的

な点検や日々の点検・整備

により、建設機械の性能を

維持することで、二酸化窒

素及び浮遊粒子状物質、騒

音、振動の発生を低減でき

る。 

工事施工ヤードで使用す

る建設機械は、法令上の定

めによる定期点検や日々

の点検・整備を行い、性能

を維持する。 

大気質 

（二酸化窒素

及び浮遊粒子

状物質、粉じ

ん等） 

騒音 

振動 

工事従事者へ

の講習・指導 

建設機械の適正な稼働、建

設機械の騒音・振動発生の

抑制について、工事従事者

への講習・指導を実施する

ことにより、二酸化窒素及

び浮遊粒子状物質、粉じん

等、騒音、振動の発生を低

減できる。 

工事施工ヤードで建設機

械の稼働に従事する者に

対して、建設機械の高負荷

運転の抑制、建設機械の点

検及び整備による性能維

持について、講習・指導す

る。 

大気質 

（粉じん等） 

工事現場の清

掃及び散水 

工事現場の清掃や散水を行

うことで、粉じん等の発生

を低減できる。 

工事施工ヤード等では、清

掃及び散水を行う（図 3-4-

1-1）。 

上記の他、工事施工ヤードでの騒音、振動について日々簡易計測を行い、その結果も

踏まえて影響の低減を図る。 
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図 3-4-1-1 工事施工ヤードにおける大気環境に関する環境保全措置 

 

建屋による防音（吹付コンクリートプラント） 

 

排出ガス対策型、低騒音型の建設機械 

仮囲いの設置 

類似工事の例 

長島トンネルの例 

長島トンネルの例 

工事現場の散水 

類似工事の例 



3-14 

 

3-4-2 水環境（水質、地下水、水資源） 

水環境に関する環境保全措置を表 3-4-2-1 及び図 3-4-2-1～図 3-4-2-6 に示す。工事

中に実施する環境保全措置については、工事契約に盛り込み確実な実施を図るとともに

適切な時期に実施状況の確認を行う。 

 

表 3-4-2-1(1) 水環境に関する環境保全措置 

環境要素 環境保全措置 環境保全措置の効果 実施箇所等 

水質 

（水の濁り、

水の汚れ） 

水資源 

工事排水の適

切な処理 

工事により発生する濁水、ア

ルカリ排水、自然由来の重金

属等に汚染された排水及び

酸性化排水は、必要に応じて

発生水量を考慮した処理能

力を有する濁水処理設備等

の対策により、法令に基づく

排水基準等を踏まえ、沈殿、

濾過等、濁りを低減、pH 値の

改善及び有害物質濃度の低

減を図るための処理をした

上で排水することで、公共用

水域への影響を低減できる。 

（トンネル内からの工事排

水） 

トンネル内からの工事排水に

ついては、中継水槽にて砂分

等を沈殿させ、発生水量の処

理能力を備えた濁水処理設備

（図 3-4-2-1）で水の濁り

（SS）、pH の処理後、公共用

水域（濁川）へ放流する計画と

した。 

（その他の工事排水） 

その他の工事排水について

は、ノッチタンクで砂分等を

沈殿させ、発生水量の処理能

力を備えた簡易濁水処理設備

（図 3-4-2-1）で水 の 濁り

（SS）、pH の処理後、公共用

水域（黒岩川及び阿木川）へ放

流する計画とした。 

（雨水等） 

ヤード内における雨水等につ

いては、ヤードの規模に応じ

た仮設沈砂池や釜場を設置

し、砂分等を沈殿させ、必要に

応じて pH の処理等をした上

で、公共用水域へ放流する計

画とした。 

また、各工事施工ヤードにお

ける排水経路及び排水設備の

配置を図 3-4-2-2～図 3-4-2-

5 に、上部工施工時の環境保全

措置を図 3-4-2-6 に示す。 

地下水 

（地下水の

水質、地下

水の水位） 

水資源 

適切な構造及

び工法の採用 

本線トンネルについては、工

事の施工に先立ち事前に先

進ボーリング等、最先端の探

査技術を用いて地質や地下

水の状況を把握したうえで、

必要に応じて薬液注入を実

施することや、覆工コンクリ

ート、防水シートを設置する

ことにより、地下水への影響

を低減できる。 

先進ボーリング等の探査結果

や掘削中の地質状況に応じ

て、薬液注入を実施する等、適

切な構造及び工法を採用する

計画とした。 
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表 3-4-2-1(2) 水環境に関する環境保全措置 

環境要素 環境保全措置 環境保全措置の効果 実施箇所等 

水質 

（水の濁り、

水の汚れ） 

水資源 

工事排水の 

監視 

工事排水の水の濁り、汚れを

監視し、処理状況を定期的に

確認することで、水質管理を

徹底することができる。 

工事施工ヤードからの工事排

水については、浮遊物質量

（SS）、水素イオン濃度（pH）

の測定を、1 日 1 回を基本に

実施する。 

水質 

（水の濁り、

水の汚れ） 

水資源 

処理設備の点

検・整備による

性能維持 

処理設備を設置する場合は、

点検・整備を確実に行い、性

能を維持することにより、工

事排水の処理を徹底すること

ができる。 

工事施工ヤードに設置する

濁水処理設備は、点検整備を

実施する。 

水質 

（水の濁り、

水の汚れ） 

水資源 

放流時の放流

箇所及び水温

の調整 

トンネルからの湧水量が多く

河川・沢の温度への影響の可

能性があるような場合は、河

川・沢の流量を考慮して放流

箇所を調整するとともに、難

しい場合は外気に晒して温度

を河川と同程度にしてから放

流することで、公共用水域へ

の影響を低減できる。 

トンネル湧水は、中継水槽、

濁水処理設備を経由し、水温

を測定の上、濁川へ放流する

計画とした。 

地下水 

（地下水の水

質、地下水の

水位） 

水資源 

薬液注入工法

における指針

等の順守 

薬液注入工法を施工する際

は、「薬液注入工法による建設

工事の施工に関する暫定指

針」等に基づき適切に実施す

ることで地下水の水質への影

響を低減できる。 

本線トンネル等において、薬

液注入工法を施工する際は

「薬液注入工法による建設

工事の施工に関する暫定指

針」（昭和 49 年 7 月 10 日、

建設省官技発第 160 号）等に

従い工事を実施する。 

水資源 
地下水等の監

視 

工事着手前、工事中、工事完

了後において、地下水の水位

等の状況を定期的に監視し把

握することで、地下水位の低

下等の変状の兆候を早期に発

見し、対策を実施することで

影響を低減できる。 

水資源の利用がある箇所に

おいて、必要により事後調査

やモニタリングを行い、地下

水の水位等の状況を定期的

に監視し把握する。 

水資源 
応急措置の体

制整備 

地下水等の監視の状況から地

下水位低下等の傾向が見られ

た場合に、速やかに給水設備

等を確保する体制を整えるこ

とで、水資源の継続的な利用

への影響を低減できる。 

水資源の利用がある箇所に

おいて、地下水位低下等の傾

向が見られた場合は、速やか

に給水設備等を確保する体

制を整える。 
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表 3-4-2-1(3) 水環境に関する環境保全措置 

環境要素 環境保全措置 環境保全措置の効果 実施箇所等 

水資源 
代替水源の確

保 

低減のための環境保全措置を

実施した上で、水量の不足など

やむを得ず重要な水源の機能

を確保できなくなった場合は、

代償措置として、水源の周辺地

域において、速やかにその他の

水源を確保することで、水資源

の利用への影響を代償できる。

なお、本措置については、他の

トンネル工事においても実績

があることから確実な効果が

見込まれる。 

水資源の利用がある箇所に

おいて、工事中に減水等の兆

候が認められた場合には、住

民の生活に支障をきたさぬ

よう応急対策を実施する。そ

の後も事後調査及びモニタ

リングとして、流量等の調査

を継続し、工事との因果関係

が確認された場合、水を供給

する設備を長期間使用でき

るものにするなど、必要な恒

久対策を実施する。 

・工事排水のうち、トンネル湧水を含む工事排水については、自然由来の重金属等につい

て定期的に測定を実施する。また、「3-4-3 土壌環境（地盤沈下、土壌汚染）」に示す

発生土のモニタリングの結果、土壌溶出量基準に適合しない自然由来の重金属等が湧水

中に溶出する可能性があると判断された場合は、直ちに水質の調査を行い、結果に応じ

て必要な処理設備を増設するなど適切に対応する。 

・工事排水の監視としては、水素イオン濃度（pH）、浮遊物質量（SS）、水量、水温につい

て、放流する際は１日１回を基本に測定を実施する。これらの調査により法令等に定め

る排水基準（水素イオン濃度（pH）、浮遊物質量（SS））に適合していることを確認のう

えで放流を行う。 

 

・排水処理系統については湧水量等により変更する場合がある。 

図 3-4-2-1 排水処理のフロー図 
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・工事の進捗に伴い、配置・形状等が変更になる場合がある。 

図 3-4-2-2 品川方工事施工ヤードにおける水環境に関する環境保全措置 

 

 
・工事の進捗に伴い、配置・形状等が変更になる場合がある。 

図3-4-2-3 名古屋方工事施工ヤード（開削トンネル区間の東側施工時）における水環境に関する環境保全措置 

濁川

名古屋方

品川方

N

工事排水（トンネル湧水（濁水）含む）

タイヤ洗浄設備

濁水処理設備

雨水排水

仮設沈砂池、釜場、集水設備

工事排水

濁水処理設備
貯水槽２０ｍ3

濁川

排水検査

放流

名古屋方

坑口

中継水槽５ｍ3

【トンネル内水処理系統概略図】

濁川へ
放流

濁川へ
放流

濁川へ
放流

流向

工事施工ヤード

0 25 50 75 100 200

(ｍ)

中央自動車道

工事用道路

：工事排水（雨水含む） ：仮設沈砂池 ：簡易濁水処理設備
：タイヤ洗浄設備 ：工事施工ヤード

開削工法による掘削

既設排水路を経由し
黒岩川へ放流

200100500

（m）

25

（本図は自社の測量成果物を用いている） 

（本図は自社の測量成果物を用いている） 
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・排水経路上の道路横断箇所の詳細については今後道路管理者等と調整の上、決定する。 

・工事の進捗に伴い、配置・形状等が変更になる場合がある。 

図3-4-2-4 名古屋方工事施工ヤード（開削トンネル区間の西側施工時）における水環境に関する環境保全措置 

 

 

・県道 72 号線に向かう矢印については、道路側溝に排水することを示している。 

・排水経路上の道路横断箇所の詳細については今後道路管理者等と調整の上、決定する。 

・工事の進捗に伴い、配置・形状等が変更になる場合がある。 

図 3-4-2-5 阿木川工事施工ヤードにおける水環境に関する環境保全措置 

 

工事用道路

開削工法による掘削

下部工（A1橋台）
明かり路盤造成

既設排水路を経由し
阿木川へ放流

：工事排水（雨水含む） ：仮設沈砂池 ：簡易濁水処理設備
：タイヤ洗浄設備 ：工事施工ヤード 200100500

（m）

25

（本図は自社の測量成果物を用いている） 

（本図は自社の測量成果物を用いている） 
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図 3-4-2-6 上部工における水環境に関する環境保全措置（写真は類似工事の例） 
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3-4-3 土壌環境（地盤沈下、土壌汚染） 

   土壌環境に関する環境保全措置を表 3-4-3-1 に示す。工事中に実施する環境保全措置

については、工事契約に盛り込み確実な実施を図るとともに適切な時期に実施状況の確

認を行う。 

 

表 3-4-3-1(1) 土壌環境に関する環境保全措置 

環境要素 環境保全措置 環境保全措置の効果 実施箇所等 

地盤沈下 
適切な構造及

び工法の採用 

土被りが小さく、地山の地質

条件が良くない場合には、先

行支保工（フォアパイリング

等）などの補助工法を採用す

ることで、地山の安定を確保

することが可能であり、地盤

沈下への影響を回避又は低減

できる。 

トンネル等の工事において、

掘削中の地質に応じて対策

を実施する計画とした。（※） 

土壌汚染 

仮置き場にお

ける発生土の

適切な管理 

発生土の仮置き場（土砂ピッ

ト）に側溝を設置する等の管

理を行うことで、重金属等の

有無を確認するまでの間の雨

水等による重金属等の流出を

防止し、土壌汚染を回避でき

る。 

品川方工事施工ヤードに設

置する土砂ピット（判定用）

は防音ハウス内に設置する

とともに、底面にはコンクリ

ート舗装を行うことにより、

雨水等による自然由来の重

金属等の流出、飛散及び地下

水への浸透を防止する計画

とした（図 2-4-1-17(2)）。 

土壌汚染 

薬液注入工法

における指針

の順守 

薬液注入工法を施工する際は

「薬液注入工法による建設工

事の施工に関する暫定指針」

に基づき実施することで、土

壌汚染を回避できる。 

本線トンネル等において、薬

液注入工法を施工する際は

「薬液注入工法による建設

工事の施工に関する暫定指

針」（昭和 49 年 7 月 10 日、

建設省官技発第 160 号）等に

従い工事を実施する。 

※トンネル掘削による地盤沈下を防止するための適切な構造及び工法の採用などについては次頁に記載す

る。なお、必要により環境保全措置の追加や変更を行う。 
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設計段階で採用した構造及び工法とその選定理由 

・本工事における事業計画地及びその周囲の地質は、主に瀬戸層群土岐砂礫層が分布してい

る（図 3-4-3-1）。本工事における事業計画地及びその周囲には、評価書（図 4-2-1-

13(2)表層地質図）に記載のとおり、活断層は分布していない。 

・トンネル構造は、「山岳トンネル設計施工標準・同解説」（2008 年 4 月、独立行政法人鉄

道建設・運輸施設整備支援機構）に基づく岩種分類及び地山等級に対応した支保パターン

を設定するとともに、上載荷重等の周辺環境を考慮し支保パターンを一部修正した。 

・具体的には、文献及び地質調査（一軸圧縮強さ、弾性波速度）の結果を踏まえ、前述の文

献（（参考 2）表 1～3）に基づいて、本坑掘削時における瀬戸層群土岐砂礫層の岩種・地

山等級を「Ｆ岩種・ⅠN-1」、支保パターンを「ⅠN-1P」と設定し、一部区間の支保パターン

については、上載荷重等の周辺環境を踏まえ「特 LP」、「ⅠLP」と設定した。なお、坑口付

近においては地山等級を「特 L」と設定した。 

・支保パターンごとのトンネル支保構造は、当社の技術基準で定めている。支保パターン特

LPの標準的なトンネル支保構造は、吹付コンクリートの厚さを最小 20cm とし、ロックボ

ルトは縦断間隔 1.0m、長さ 6m のものをアーチと側壁に 24 本配置、インバートに長さ 4m

のものを 4 本配置し、鋼製支保工は 200Ｈ鋼を配置する構造とした。支保パターンⅠLPの

標準的なトンネル支保構造は、吹付コンクリートの厚さを最小 20cm とし、ロックボルト

は縦断間隔 1.0m、長さ 4m のものをアーチと側壁に 21 本配置し、鋼製支保工は 150Ｈ鋼を

配置する構造とした。支保パターンⅠN-1Pの標準的なトンネル支保構造は、吹付コンクリ

ートの厚さを最小 15cm とし、縦断間隔 1.0m、ロックボルトはアーチと側壁に長さ 3m のも

のを 21 本配置し、鋼製支保工は 125Ｈ鋼を配置する構造とした。 

・トンネル掘削工法について、主に補助ベンチ付き全断面工法にて計画するが、地質・支保

パターンに応じてベンチカット工法を適用する。ベンチカット工法とは、トンネル掘削断

面を上・下半に分割して、上部半断面を先進して掘削するもので、ベンチの長さを適切に

選択することによって、硬岩地山から軟岩地山まで幅広く適用が可能な掘削工法である。 

・また、瀬戸層群土岐砂礫層の岩種・地山等級は「F 岩種・特 L」であり、土被りの小さい

道路・河川付近の掘削中における補助工法として、切羽鏡面の補強を目的とした鏡吹付コ

ンクリート及び鏡ボルト、切羽天端の補強を目的とした長尺フォアパイリングを施工する

など、慎重に掘削を行う計画とした。（（参考 2）表 4） 

 

施工中に実施する環境保全措置に係る地山状況を確認するための切羽観測や坑内計測の実施

内容 

・現場に常駐するトンネル掘削作業に精通した元請会社職員が、元請会社本社関係者とも地

質の情報を共有しながら地山の状態を確認する。具体的には、切羽観察の結果や坑内計測

の結果に基づき、内空変位やゆがみ、脚部沈下等に係る管理基準値を踏まえ、地山の状態

を確認しながら施工する。 
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・坑内計測の頻度は、坑口付近や土被り 2Ｄ以下（Ｄ：トンネル掘削幅）で 10ｍ毎を標準と

し、それ以外では、20ｍ毎を標準とする。なお、不安定な地山と判断した場合は、坑内計

測の頻度を上げる。また、土被りの小さい道路・河川付近の掘削中においては、坑内計測

に加え、地表面沈下量の継続監視を行う。 

 

・不安定な地山と判断した場合は、前方の地質や地下水の状況を把握するため前方探査を実

施する。 

・当社は、計測管理だけではなく、地山切羽ごとの状態変化を的確に確認、評価をして、慎

重な施工管理を徹底するよう元請会社を指導していく。 

・施工中に生じた新たな課題及び計画変更については速やかに元請会社から報告を受け、対

策について協議するとともに、慎重に施工を行う。 

 

不安定な地山と判断する場合のメルクマール 

・現場に常駐するトンネル掘削作業に精通した元請会社職員が、元請会社本社関係者とも地

質の情報を共有しながら地山の状態を確認する。また、切羽観察や坑内計測の結果等から

不安定な地山かどうかの判断を行う。 

・メルクマールとしては、切羽観察においては天端が脆い場合や湧水量の著しい増加がある

場合、坑内計測においては内空変位や脚部沈下の測定値が管理基準値を超過する場合など

がある。 

 

施工中に不安定な地山と判断した場合の具体的対策 

・不安定な地山と判断した場合には、掘削断面形状の見直しや坑内計測の頻度を上げる等、

より慎重な施工管理を行うとともに、支保パターンの確認や、補助工法の必要性を判断

し、例えば、天端が脆い場合には、補助工法として先行支保工を実施するなど、「設計段

階で採用した構造及び工法とその選定理由」に記載している補助工法に加え、現場に即し

た補助工法を選定する。（（参考 2）表 4） 

 

施工中の工法の変更、追加的な措置を講ずる必要がある場合を含めた、ＪＲ東海の管理監督

体制 

・当社は、契約に基づき元請会社から事前に提出される施工計画書を、発注者として法令遵

守、安全確保等の観点から確認するとともに、施工時においても安全管理等の実施状況の確

認や現場点検等を適時実施する。施工計画書からの変更が必要と元請会社が判断した場合

には、当社への協議を確実に実施のうえ、変更施工計画書を提出し変更計画に基づいた施工

を行うことを徹底するよう、元請会社に指導する。また、当社から元請会社に対して、下請

け会社に施工手順どおりに施工することを確認するよう指導する。 

・特に、支保パターンによるトンネル支保構造や補助工法を含め、適切な構造及び工法で施工
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されていることについて、当社は元請会社に対し、掘削１サイクル毎に現地立会または写真

等にて元請会社が確認するよう指導する。 

・その結果、元請会社が支保パターンや補助工法等について、地山の状況に応じ施工中の工法

の変更、追加的な措置を講ずる必要があると判断した場合には、当社への協議を確実に実施

させるとともに、当社は現地立会を行い、元請会社と協議のうえ適切に対応する。 

 

図 3-4-3-1 地質縦断図 

  

盛土

段丘堆積物、崖錐堆積物

河床・渓床堆積物

瀬戸層群
土岐砂礫層

礫質土
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ため池
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表 3-4-3-1(2) 土壌環境に関する環境保全措置 

環境要素 環境保全措置 環境保全措置の効果 実施箇所等 

土壌汚染 

有害物質の有

無の確認と汚

染土壌の適切

な処理 

汚染のおそれがある土壌に遭

遇した場合は、有害物質の有

無や汚染状況等を確認する。

土壌汚染が明らかになった際

には、関連法令等に基づき対

象物質の種類や含有状況等に

合わせた処理、処分を行うこ

とで、土壌汚染を回避できる。 

汚染のおそれがある土壌に

遭遇した場合は、有害物質の

有無や汚染状況等を確認す

る。また、工事施工ヤード造

成に伴う発生土に含まれる

重金属等の有無の確認は、土

壌汚染対策法に基づき、事前

に届出を行い、必要に応じて

土壌汚染状況調査等を実施

する。 

土壌汚染が明らかとなった

際には、関係法令等に基づき

適切かつできる限りすみや

かに処理、処分する。また、

トンネル掘削作業に伴う発

生土については、「建設工事

における自然由来重金属等

含有岩石・土壌への対応マニ

ュアル（2023 年度版）」（令

和５年３月 29 日、建設工事に

おける自然由来重金属等含

有岩石・土壌への対応マニュ

アル改訂委員会）（以下、

「2023 年版マニュアル」とい

う。）の内容を踏まえ、発生

土に含まれる自然由来の重

金属等及び酸性水滲出の可

能性について 1 日 1 回を基本

に短期溶出試験、酸性化可能

性試験を実施する。試験の結

果、基準値を超えた場合に

は、2023 年版マニュアル等の

内容を踏まえて、自然由来の

重金属等の流出を防止する

ための対策を実施するとと

もに、できる限りすみやかに

処理、処分する。 
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表 3-4-3-1(3) 土壌環境に関する環境保全措置 

環境要素 環境保全措置 環境保全措置の効果 実施箇所等 

土壌汚染 

発生土を有効

利用する事業

者への土壌汚

染に関する情

報提供の徹底 

発生土を他事業において有効

利用するにあたっては、当該

事業者が発生土の管理方法に

ついて判断できるように、発

生土の自然由来重金属等の含

有状況等に係る情報提供を徹

底することで、二次的な土壌

汚染を回避できる。 

本工事による発生土の民間

事業造成地における活用に

あたっては、関係法令等に基

づく届出の結果や、汚染のお

それがある土壌に遭遇した

場合に実施する有害物質の

有無や汚染状況等の確認結

果等を当該事業者へ情報提

供する。 

土壌汚染 
工事排水の適

切な処理 

工事排水について、処理施設

により法令に基づく排水基準

等を踏まえ、水質の改善を図

るための処理をしたうえで排

水することで、土壌汚染を回

避できる。 

工事施工ヤードの工事排水、

トンネル湧水を処理するた

め、工事施工ヤードには、発

生水量の処理能力を備えた

濁水処理設備または簡易濁

水処理設備（図 3-4-2-1）を

設置し、必要に応じて pH の処

理等を実施し、排水基準を満

たしていることを確認した

うえで、公共用水域（濁川、

黒岩川、阿木川）へ放流する。 

土壌汚染 

発生土に含ま

れる重金属等

の定期的な調

査 

発生土に含まれる重金属等の

有無を定期的に確認し、指定

基準に適合しない発生土及び

酸性化のおそれのある発生土

は、選別して対象物質の種類

や含有状況等に合わせた現場

管理を行うとともに、関連法

令等に基づき処理、処分を行

うことで、土壌汚染を回避で

きる。 

山岳トンネル掘削作業に伴

う発生土については、2023 年

版マニュアル等の内容を踏

まえ、発生土に含まれる自然

由来の重金属等及び酸性水

滲出の可能性について 1 日 1

回を基本に短期溶出試験、酸

性化可能性試験を実施する。

また、試験の結果、基準値を

超えた場合には、2023 年版マ

ニュアル等の内容を踏まえ

て、自然由来の重金属等の流

出を防止するための対策を

実施するとともに、できる限

りすみやかに処理、処分す

る。 
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山岳トンネル掘削による発生土は土壌汚染対策法の対象外であるが、土壌溶出量基準に適

合しない自然由来の重金属等が存在することを想定し、以下の対策を実施する。 

 

・2023 年版マニュアル等の内容を踏まえ、発生土に含まれる自然由来の重金属等（カドミ

ウム、六価クロム、水銀、セレン、鉛、ヒ素、ふっ素、ほう素）及び長期的な酸性化の可

能性について 1 日 1 回を基本に短期溶出試験、酸性化可能性試験を実施する。 

・短期溶出試験については、環境省告示第 18 号「土壌溶出量調査に係る測定方法を定める

件」に示される方法（試料は 2mm 以下のふるいを全量通過するまで粉砕したものを用い

る）または、2023 年版マニュアル等の内容を踏まえ、トンネル掘削工法や地質、発生土

のスレーキングの性状を考慮したうえで活用時の粒径を考慮した試験を実施する。また、

必要に応じて公定法との相関を確認の上で、迅速判定試験の活用も考えている。 

・酸性化可能性試験については、地盤工学会の「過酸化水素水を用いる pH 試験」に定める

方法等により実施する。 

・試験の結果、基準値に適合しない場合には、「岐阜県地下水の適正管理及び汚染対策に関

する要綱」に基づき岐阜県に報告するとともに関係市町にも報告し、基準値を超えた発生

土を当社が計画する発生土置き場に運搬する場合には、2023 年版マニュアル等の内容を

踏まえて以下の措置を実施する。 

  －自然由来の重金属等の流出を防止するための対策 

  －発生土置き場（当社が事業主体となって新たに計画するもの）の施工前、施工中、施

工後のモニタリング 

・運搬時には、「汚染土壌の運搬に関するガイドライン（改訂第 4.2 版）（令和６年４月、

環境省水・大気環境局 環境管理課 環境汚染対策室）」の内容も踏まえ、積載時の飛

散防止、出場時のタイヤの洗浄、靴の洗浄、荷台の浸透防止シートによる被覆、適切な

処理・処分が確実に実施される箇所に運搬されたことの確認などの措置を実施する。 
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3-4-4 日照阻害、電波障害 

日照阻害及び電波障害の環境に関する環境保全措置を表 3-4-4-1 に示す。 

 

表 3-4-4-1 日照阻害、電波障害の環境に関する環境保全措置 

環境要素 環境保全措置 環境保全措置の効果 実施箇所等 

日照阻害 

鉄道施設（嵩上

式）の構造物の

形式・配置等の

工夫 

鉄道施設（嵩上式）の構造物

の形式・配置等の工夫又は防

音防災フード区間を短くする

ことにより、桁下空間の確保

又は構造物高さの低減を行う

ことで、日照阻害を回避又は

低減できる。 

高架橋の設計において道路

との交差に必要となる桁下

空頭を確保したうえで、構造

物高さをできる限り低くす

ることで、日照阻害の影響を

低減する計画とした。 

電波障害 

鉄道施設（嵩上

式）の構造物の

形式・配置等の

工夫 

鉄道施設（嵩上式）の構造物

の形式・配置等の工夫又は防

音防災フード区間を短くする

ことにより、桁下空間の確保

又は構造物高さの低減を行う

ことで電波障害の影響を回避

又は低減できる。 

高架橋の設計において道路

との交差に必要となる桁下

空頭を確保したうえで、構造

物高さをできる限り低くす

ることで、電波障害の影響を

低減する計画とした。 

 

評価書の公告後に、公共施設の設置に起因する日陰により生ずる太陽光発電設備への国

の処理基準が新たに定められたことから、太陽光発電設備については、「公共施設の設置

に起因する日陰により生ずる太陽光発電設備に対する損害等に係る費用負担（案）につい

て（中央用対第７号 平成 29 年３月 29 日）」のとおり対応を行う。 

中央新幹線の構造物等により日陰が発生し、損害等が生じる太陽光の発電設備のうち、

工事完了以前から設置・使用している方を対象とする。 
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3-4-5 動物・植物・生態系 

   動物・植物・生態系に関する環境保全措置を表 3-4-5-1 及び図 3-4-5-1 に示す。工事

中に実施する環境保全措置については、工事契約に盛り込み確実な実施を図るとともに

適切な時期に実施状況の確認を行う。 

 

表 3-4-5-1(1) 動物・植物・生態系に関する環境保全措置 

環境要素 環境保全措置 環境保全措置の効果 実施箇所等 

動物 

植物 

生態系 

重要な種及び

注目種等の生

息地・生育地の

全体又は一部

を回避 

重要な種及び注目種等の生息

地・生育環境の全体又は一部

を回避することで、影響を回

避又は低減できる。 

重要な種及び注目種等が生

息・生育する地域は、可能な

限り回避する計画とした。 

動物 

植物 

生態系 

工事に伴う改

変区域をでき

る限り小さく

する 

工事ヤード内に設置する諸設

備を検討し、設置する設備や

その配置を工夫することなど

により、重要な種の生息・生

育環境の改変をできる限り小

さくすることで、重要な種、

注目種等の生息・生育地への

影響を回避又は低減できる。 

工事施工ヤードにおいて、仮

設備の配置計画を行い、改変

範囲を適切な範囲とする計

画とした。また、工事施工ヤ

ードの外周に仮囲いを設置

し、生息環境を区分けするこ

とで、動物の侵入を防止する

計画とした。 

動物 

生態系 

防音シート、防

音扉、低騒音・

低振動型の建

設機械の採用 

防音シート、防音扉、低騒音・

低振動型の建設機械の採用に

より、騒音、振動の発生が抑

えられることで、鳥類等の生

息環境への影響を低減でき

る。 

土砂ピット（判定用）や坑口

部を覆う防音ハウスを設置

する計画とした。発破掘削を

行う際は坑口部に防音扉を

設置する計画とした。また、

吹付コンクリートプラント

は防音対策として建屋で囲

う計画とした。工事施工ヤー

ドで使用する建設機械は、低

騒音型建設機械を使用する

計画とした。 

動物 

植物 

生態系 

工事従事者へ

の講習・指導 

工事区域外への不必要な立ち

入り等の制限やゴミ捨ての禁

止などについて工事従事者に

指導することで、人為的な攪

乱、踏みつけ等による影響を

低減できる。 

本工事の工事従事者に対し

て、工事施工ヤード外への不

用意な立ち入りやゴミ捨て

の禁止等について、講習・指

導を実施する。 
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表 3-4-5-1(2) 動物・植物・生態系に係る環境に関する環境保全措置 

環境要素 環境保全措置 環境保全措置の効果 実施箇所等 

動物 

植物 

生態系 

汚 濁 処 理 施 設

及 び 仮 設 沈 砂

池の設置 

汚濁処理施設及び仮設沈砂池

の設置により汚濁水の発生が

抑えられ、また、排水の水温を

下げることで、水辺の動植物

の生息・生育環境への影響を

低減できる。 

工事施工ヤードから発生す

る工事排水、トンネル湧水を

処理するために、工事施工ヤ

ードには、発生水量の処理能

力を備えた濁水処理設備ま

たは簡易濁水処理設備（図 3-

4-2-1）を設置し、必要に応じ

て pH の処理等を実施する。水

温を測定し、排水基準を満た

していることを確認したう

えで、公共用水域（濁川、黒

岩川、阿木川）へ放流する。 

ヤード内における雨水等に

ついては、ヤードの規模に応

じた仮設沈砂池や釜場を設

置し、砂分等を沈殿させ、公

共用水域へ放流する計画と

した。 

植物 

生態系 

外 来 種 の 拡 大

抑制 

資材及び機械の運搬に用いる

車両のタイヤ洗浄や工事後の

施工ヤードの速やかな在来種

による緑化等に努める。また、

作業員に対し、外来種拡大防

止対策の重要性について教育

を行うことで、外来種の拡大

を抑制し、生育環境への影響

を回避又は低減できる。 

工事施工ヤード等において

工事用車両のタイヤ洗浄を

行う計画とした（図 3-4-5-

1）。また、作業員に対し、外

来種拡大防止対策の重要性

について教育を実施する。 

 

 

 

図 3-4-5-1 動物・植物・生態系に係る環境に関する環境保全措置 

 

長島トンネルの例 

タイヤ洗浄（湿式） 
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3-4-6 景観 

景観に関する環境保全措置を表 3-4-6-1 に示す。また、評価書における主要な眺望点

及び日常的な視点場からの景観の変化の予測結果を図 3-4-6-1 に示す。 

 

表 3-4-6-1 景観に関する環境保全措置 

 

現況 

 
 

完成後のイメージ 

 
 

図 3-4-6-1(1) 県道 401 号（恵那峡公園線）からの阿木川橋りょうほかのイメージ  

環境要素 環境保全措置 環境保全措置の効果 実施箇所等 

景観 

改 変 区 域 を で

き る 限 り 小 さ

くする 

施設計画において改変区域を

できる限り小さくすること

で、景観等への影響を回避又

は低減できる。 

橋りょうを３径間連続 PC 箱

桁構造にすることで橋脚本

数を減らし、景観資源への影

響を低減した。 

景観 
構 造 物 の 形 状

の配慮 

構造物の形状の配慮により、

周辺の自然、農村、市街地景観

との調和を図り、景観等への

影響を低減できる。 

大井町旭ヶ丘地区からは図

3-4-6-1(2)のとおり近景に

構造物を視認できるが、スカ

イラインを分断せず、圧迫感

を生じることはない。 
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図 3-4-6-1(2) 恵那市大井町旭ヶ丘地区からの阿木川橋りょうほかのイメージ  

現況 

 
 

完成後のイメージ 
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図 3-4-6-1(3) 恵那峡ロード（河鹿橋）からの阿木川橋りょうほかのイメージ  

現況 

 
 

完成後のイメージ 
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3-4-7 環境への負荷（廃棄物等、温室効果ガス） 

廃棄物等、温室効果ガスに関する環境保全措置を表 3-4-7-1 に示す。工事中に実施す

る環境保全措置については、工事契約に盛り込み確実な実施を図るとともに適切な時期

に実施状況の確認を行う。 

 

表 3-4-7-1(1) 廃棄物等、温室効果ガスに関する環境保全措置 

環境要素 環境保全措置 環境保全措置の効果 実施箇所等 

廃棄物等 
建 設 発 生 土 の

再利用 

建設発生土は本事業内で再利

用、他の公共事業などへの有

効利用に努めるなど、活用を

図ることで、取り扱う副産物

の量を低減できる。 

本工事による発生土は、民

間事業造成地に運搬し活

用される計画とした。 

廃棄物等 
建 設 汚 泥 の 脱

水処理 

真空脱水（ベルトフィルタ）、

遠心脱水（スクリューデカン

タ）、加圧脱水（フィルタープ

レス）、並びに加圧絞り脱水

（ロールプレス、ベルトプレ

ス）等のプラント内の機械を

用いて脱水する機械式脱水処

理、天日乾燥、底面脱水、並び

にトレンチ工法などの強制乾

燥や自重圧密により含水比低

下を促す自然式脱水処理等、

含水比に応じた脱水処理によ

り減量化を図ることで、取り

扱う副産物の量を低減でき

る。 

濁水処理により発生する

建設汚泥については、機械

式脱水処理または自然式

脱水処理により水と脱水

ケーキに分離し、建設汚泥

の減量を図る計画とした。 

温室効果ガス 
低 炭 素 型 建 設

機械の選定 

低炭素型建設機械（例えば油

圧ショベルでは CO R R2 R R排出量が

従来型に比べ 10%低減）の採用

により、温室効果ガスの排出

量を低減できる。 

低炭素型建設機械を使用

するよう努めるとともに、

低炭素型建設機械の採用

が困難な場合等は、できる

限り燃費性能の良い建設

機械を使用する計画とし

た。 

温室効果ガス 

工 事 規 模 に 合

わ せ た 建 設 機

械の設定 

工事規模に合わせて必要以上

の建設機械の規格、配置及び

稼働とならないように計画す

ることで、温室効果ガスの排

出量を低減できる。 

本工事で使用する建設機

械は、工事規模を想定して

必要以上の規格、配置・稼

働とならない計画とした。 

廃棄物等 

温室効果ガス 

副産物の分別・

再資源化 

場内で細かく分別し、再資源

化に努めることで、取り扱う

副産物の量、温室効果ガスの

排出量を低減できる。 

本工事における副産物は、

工事施工ヤード内で細か

く分別し、再資源化に努め

る。 
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表 3-4-7-1(2) 廃棄物等、温室効果ガスに関する環境保全措置 

環境要素 環境保全措置 環境保全措置の効果 実施箇所等 

廃棄物等 

発生土を有効

利用する事業

者への情報提

供 

発生土の他事業における有効

活用にあたっては、当該事業

者が発生土の管理方法につい

て判断できるように、発生土

の自然由来重金属等の含有状

況等に係る情報提供を徹底す

ることで、二次的な土壌汚染

を回避できる。 

本工事による発生土の民間事

業造成地における活用にあた

っては、関係法令等に基づく

届出の結果や、汚染のおそれ

がある土壌に遭遇した場合に

実施する有害物質の有無や汚

染状況等の確認結果等を当該

事業者へ情報提供する。 

温室効果ガス 
高負荷運転の

抑制 

建設機械の高負荷運転を抑制

することにより、温室効果ガ

スの排出量を低減できる。 

本工事で建設機械の稼働に従

事する者に対し、建設機械の

高負荷運転の防止、点検等に

ついて、講習・指導を実施す

る。 

温室効果ガス 

建設機械の点

検・整備による

性能維持 

法令上の定めによる定期的な

点検や日々の点検・整備によ

り建設機械の性能を維持する

ことで、温室効果ガスの排出

量を低減できる。 

本工事で使用する建設機械

は、法令上の定めによる定期

点検や日々の点検及び整備を

行い、性能を維持する。 

温室効果ガス 
工事従事者へ

の講習・指導 

建設機械の高負荷運転の抑

制、建設機械の点検・整備に

よる性能維持について、工事

従事者への講習・指導を実施

することにより、温室効果ガ

スの低減が見込まれる。 

本工事で建設機械の稼働に従

事する者に対し、建設機械の

高負荷運転の防止、点検等に

ついて、講習・指導を実施す

る。 
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3-5 資材及び機械の運搬に用いる車両の運行による影響を低減させるための環境保全措置 

資材及び機械の運搬に用いる車両の運行による影響を低減させるための環境保全措置

について、工事の内容や周辺の住居の状況等を考慮して、表 3-5-1 のとおり計画する。 

 

表 3-5-1(1) 資材及び機械の運搬に用いる車両の運行による影響を低減させるための環境保全措置 

環境要素 環境保全措置 環境保全措置の効果 実施箇所等 

大気質 

（二酸化窒素及

び浮遊粒子状物

質） 

騒音 

振動 

温室効果ガス 

資材及び機械

の運搬に用い

る車両の点検・

整備による性

能維持 

法令上の定めによる定期的な

点検・整備により、資材及び

機械の運搬に用いる車両の性

能を維持することで、二酸化

窒素及び浮遊粒子状物質、騒

音、振動、温室効果ガスの発

生を低減できる。 

本工事の施工に係る資材

及び機械の運搬に用いる

車両は、法令上の定めによ

る定期点検や日々の点検

及び整備を行い、性能を維

持する計画とした。 

大気質 

（二酸化窒素及

び浮遊粒子状物

質） 

騒音 

振動 

資材及び機械

の運搬に用い

る車両の運行

計画の配慮 

資材及び機械の運搬に用いる

車両の運行ルートの分散化等

を行うことにより、二酸化窒

素及び浮遊粒子状物質、騒音、

振動の発生を低減できる。 

本工事の施工に係る資材

及び機械の運搬に用いる

車両の運行において、でき

る限り幹線道路を使用す

る計画とした。 

大気質 

（二酸化窒素及

び浮遊粒子状物

質） 

騒音 

振動 

環境負荷低減

を意識した運

転の徹底 

資材及び機械の運搬に用いる

車両の法定速度の遵守、アイ

ドリングストップ及び急発進

や急加速の回避を始めとした

エコドライブの徹底により、

発生する二酸化窒素及び浮遊

粒子状物質、騒音、振動を低

減できる。 

資材及び機械の運搬に従

事する者に対して、法定速

度の遵守、アイドリングス

トップ及び急発進や急加

速の回避をはじめとした

エコドライブの徹底につ

いて講習・指導を実施す

る。 

大気質 

（二酸化窒素及

び浮遊粒子状物

質、粉じん等） 

騒音 

振動 

工事の平準化 

工事の平準化により資材及び

機械の運搬に用いる車両が集

中しないことで、二酸化窒素

及び浮遊粒子状物質、粉じん

等、騒音、振動の局地的な発

生を低減できる。 

同地区で行う各工事のピ

ークが重ならないように

工事の平準化を図り、車両

を集中させない計画とし

た。また、発生土運搬車両

には GPS 発信機を設置し、

運行状況を監視できる計

画とした。 

大気質 

（二酸化窒素及

び浮遊粒子状物

質、粉じん等） 

騒音 

振動 

温室効果ガス 

工事従事者へ

の講習・指導 

資材及び機械の運搬に用いる

車両の適正な運行について、

工事従事者への講習・指導を

実施することにより、二酸化

窒素および浮遊粒子状物質、

粉じん等、騒音、振動、温室

効果ガスの発生を低減でき

る。 

資材及び機械の運搬に従

事する者に対して、点

検・整備、環境負荷低減

を意識した運転について

講習・指導を実施する。 
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表 3-5-1(2) 資材及び機械の運搬に用いる車両の運行による影響を低減させるための環境保全措置 

環境要素 環境保全措置 環境保全措置の効果 実施箇所等 

大気質 

（粉じん等） 

荷台への防塵シ

ート敷設及び散

水 

荷台に防塵シートを敷設す

るとともに散水すること

で、粉じん等の発生を低減

できる。 

工事施工ヤードからの発生

土運搬は荷台に防塵シート

を敷設するとともに、散水

することで、車両による粉

じん等の発生を低減する計

画とした（図 3-5-1）。 

大気質 

（粉じん等） 

資材及び機械の

運搬に用いる車

両の出入り口や

周辺道路の清掃

及びタイヤの洗

浄 

資材及び機械の運搬に用い

る車両の出入り口や周辺道

路の清掃及び散水、タイヤ

の洗浄を行うことで、粉じ

ん等の発生を低減できる。 

工事施工ヤード等におい

て、資材及び機械の運搬に

用いる車両のタイヤ洗浄を

行うとともに、必要に応じ

て出入り口や周辺道路の清

掃及び散水を行う計画とし

た（図 3-5-1）。 

動物 

生態系 

資材運搬等の適

正化 

資材運搬車両の運行ルート

は既存の道路を活用すると

共に、配車計画を運行ルー

トに応じた車両の台数及び

速度、運転方法等に留意し

て計画することにより、動

物全般への影響を低減でき

る。 

本工事の施工に係る資材運

搬において、配車計画を運

行ルートに応じた車両の台

数及び速度、運転方法等に

留意して計画する。 

温室効果ガス 

低燃費車種の選

定、積載の効率

化、運搬計画の

合理化による運

搬距離の最適化 

低燃費車種の選定、積載の

効率化、合理的な運搬計画

の策定による運搬距離の最

適化等により、温室効果ガ

スの排出量を低減できる。 

本工事の施工に係る資材及

び機械の運搬に用いる車両

において国の重量車の燃費

基準の認定を受けた車種を

できる限り使用する計画と

した。 

 

 

 

図3-5-1 資材及び機械の運搬に用いる車両の運行による影響を低減させるための環境保全措置 

  

長島トンネルの例 

荷台への防塵シート敷設・タイヤ洗浄 
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3-6 重要な種の移植 

工事施工ヤードの検討にあたっては、動植物の重要な種が生息・生育する箇所を回避

することを前提に検討を行ったが、表 3-6-1 に示す植物の重要な種の生育地について、

その一部を回避することができなかったため、「重要な種の移植・播種（※）」を環境

保全措置として実施する。 

※環境保全措置の効果：鉄道施設（地表式又は掘割式）の位置や形状の観点から、回

避、低減のための環境保全措置を講じた上で、そこに生育する重要な種の一部が、

やむを得ず消失することとなる場合は、代償措置として消失する環境の近傍におい

て、消失する環境に類似した環境（植生、光及び水分等の条件）を持つ場所へ移

植・播種を行うことで、重要な種への影響を代償することができる。 

移植の実施フローを図 3-6-1 に、生育環境の調査及び移植候補位置の環境の調査の項

目及び手法を表 3-6-2 に示す。なお、位置等に関する情報については、図 3-6-2 に示し

ているが、希少種保護の観点から非公開としている。 

 

表 3-6-1 移植対象種 

種名 科名 生育環境 重要な種の選定基準 

シデコブシ モクレン科 やや湿った林内 環境省 RDB：準絶滅危惧（NT） 

岐阜県 RDB：絶滅危惧Ⅱ類（Ⅱ） 

カザグルマ キンポウゲ科 やや湿った林内 環境省 RDB：準絶滅危惧（NT） 

岐阜県 RDB：絶滅危惧Ⅱ類（Ⅱ） 

ハナノキ カエデ科 山地の林内、や

や湿った林内 

環境省 RDB：絶滅危惧Ⅱ類（VU） 

岐阜県 RDB：絶滅危惧Ⅱ類（Ⅱ） 

・環境省 RDB（「環境省レッドリスト 2020 維管束植物」令和 2 年、環境省） 

・岐阜県 RDB（「岐阜県の絶滅のおそれのある野生生物（植物編）改訂版－岐阜県レッドデータブック（植

物編）改訂版－」平成 26 年、岐阜県） 
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図 3-6-1 移植の実施フロー 

 

表 3-6-2 生育環境の調査及び移植候補地の環境の調査の項目及び手法 

調査項目 手 法 

植 生 コドラート調査による。 

地 形 目視により確認する。 

土 性 
「土をはかる」（昭和 62 年、日本規格協会）に従い現地の状況を

記録する。 

光環境 相対照度又は光量子束密度を測定する。 

水分条件 

土壌水分 土壌水分計を用いて土壌水分を測定する。 

土湿度 

環境省の「自然環境保全基礎調査要領」に準じ、乾とは土塊をに

ぎって湿りを感じない場合、適とは湿りを感じ、湿とは水が出る

がたれない、過湿とは水がしたたる場合、として記録する。 

 

  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

移植候補地の選定 
 

専門家の意見や、移植対象種の生育 

環境に関する既往の知見を参照する。 
 

移植後の生育状況の確認  

移植の実施 
    

 

  
 

コドラート 

調査等 
 

 
 

 

 
 

移植対象種の生態整理 
確認状況や、既存文献の収集整理に 

より、移植対象種の生態を整理する。  
 

移植後の生育状況を専門家に報告し、 
必要に応じて追加的な保全措置を検討する。  

移植個体の選定・マーキング 
工事計画を踏まえ、保全措置の 

必要な種・個体を確定させる。 コドラート 

調査等 

生育環境の調査 
現況の生育地における植生、地形、 

光環境、水分条件等を調査する。 

移植候補地の環境の調査 
移植候補地の植生、地形、 

光環境、水分条件等を調査する。 

移植先の選定 
現地調査の結果および既往の知見を 

もとに、移植対象種ごとの 

移植先を選定する。 

移植手法の選定 
種の生態や、専門家の意見を踏まえて、

移植・播種の手法や時期等を選定する。 
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図 3-6-2(1) 移植の対象とした個体の生育位置（シデコブシ） 

  

平面図 

希少種保護のため、非公開 

（本図は自社の測量成果物を用いている） 
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図 3-6-2(2) 移植の対象とした個体の生育位置（カザグルマ） 

 

  

平面図 

希少種保護のため、非公開 

（本図は自社の測量成果物を用いている） 
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図 3-6-2(3) 移植の対象とした個体の生育位置（ハナノキ） 

 

  

平面図 

希少種保護のため、非公開 

（本図は自社の測量成果物を用いている） 
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3-7 専門家等の技術的助言 

環境保全措置の検討にあたっては、表 3-7-1 に示すとおり、専門家等の技術的助言を

受けた。 

表 3-7-1 専門家等による技術的助言の内容 

項目 専門分野 所属機関の属性 主な技術的助言の内容 

植物 植物 公共団体等 

・シデコブシは、同種個体の生育が確認され

ている周辺箇所へ移植すれば良い。幼木が

確認できればそれを移植すれば良い。 

・カザグルマは日当たりのよい斜面に移植す

るのがよい。 

・ハナノキは、同種個体の生育が確認されてい

る周辺箇所へ移植すれば良い。幼木が確認で

きればそれを移植すれば良いが、確認できな

い場合には、春に種子を採取し春から夏にか

けて播種することも検討すると良い。 

 

3-8 環境保全措置の実施にあたっての対応方針 

・環境保全措置については、工事契約に盛り込み確実な実施を図る。 

・環境保全に資する仮設設備等については、現地の状況に合わせ、設置を行う。 

・環境保全に資する仮設設備等については、定期的な設置状態や稼働状態の点検を行い

不具合のある場合には速やかに対応する。 

・元請会社職員に対し評価書の記載内容について教育したうえで、元請会社から工事関

係者全員に対し具体的に実施する措置について教育を行い、確実な遂行を図る。 

・実施状況について定期的に確認し、必要な場合は指導を行う。 
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第 4 章 事後調査及びモニタリング 

4-1 事後調査及びモニタリングの実施計画 

事後調査及びモニタリングについては、「「評価書」に基づく事後調査計画書（平成 26

年 11 月）」に基づいて実施する。 

 

4-1-1 事後調査 

事後調査の実施内容は、環境保全措置の内容や現地の状況、工事計画を考慮して、表 4-

1-1-1 のとおりとする。 

 

表 4-1-1-1 事後調査の実施内容 

環境要素の区分 調査項目 調査地点 調査時期及び頻度 

水資源 地下水の水位（水量）

又は河川の流量、水

温、pH、電気伝導率、

透視度（井戸・湧水の

み） 

図4-1-1-3 ・トンネル工事前の一定期間 

（2025 年 12 月から月 1 回実施） 

・トンネル工事中、月 1 回 

・トンネル工事完了後 3 年間、四季を

基本とすることを考えている。 

地盤沈下 地表面の沈下量 図4-1-1-4 土被りが小さく、地質的に未固結であ

るトンネル区間（山岳部）において、 

・工事前に１回 

・トンネルの切羽が測定地点から一定

の範囲内にある期間は月１回程度の

計測を継続及び掘削工事完了後、覆

工コンクリートの施工が完了するま

での期間中に１回 

植物 シデコブシ、カザグ

ルマ、ハナノキの移

植後の生育状況 

移植先 ・移植作業直後１ヵ月以内及び移植後

１年間は開花期１回ずつ 

・それ以降は、移植後３年まで開花期

に年１回実施することを基本とし

た。また、調査結果によっては、専門

家等の技術的助言を踏まえ、調査期

間等の見直しを検討する。 

・調査時期については、工事の状況等により変更する場合がある。 

 

なお、恵那市における井戸等の状況については、大井町２区、３区、７区及び 13 区を対

象に表 4-1-1-2 に示すとおり、浅層の地下水を対象とした 10m 未満の浅井戸が 39 ヶ所、深

井戸が 5 ヶ所確認されている。大井町の各区割りは図 4-1-1-1 のとおりである。第二大井ト

ンネルは、図 4-1-1-2 に示すとおり、一部を除き地上から 30m 以浅の地下を通過する。トン

ネルが通過する地質は瀬戸層群土岐砂礫層であるが、地質に適した支保工を実施し、掘削中

の地質に応じた補助工法を採用することにより、砂礫層上部に堆積する表層には影響を及ぼ

さないように施工を行う。しかし、当該区間は全体的に土被りが小さく、周辺地上部にため

池や浅層の地下水を対象とした 10m 未満の浅井戸が存在しており、トンネル掘削に伴い湧水
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が生じた場合は、一部の水資源へ影響を及ぼす可能性があるため、「3-4-2 水環境（水

質、地下水、水資源）」のとおり、水環境に対する環境保全措置を実施する。 

 

表 4-1-1-2 恵那市における井戸の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・聞き取り調査結果は、地下水の予測検討範囲及びその周辺を含む。 

・地下水の予測検討範囲とは、評価書の「8-2-3 地下水の水質及び水位」に記載している範囲である。 

・事後調査地点及びモニタリング地点は、聞き取り調査の結果等の意見を踏まえ選定した。 

  

地区名 
聞き取り 

調査結果 

地下水の予測検討範囲内 

井戸の箇所数 区分 

恵那市大井町 

２区 
47ヶ所 - 

- - 

- - 

恵那市大井町 

３区 
9ヶ所 2ヶ所 

1ヶ所 深さ不明 

1ヶ所 深井戸 

恵那市大井町 

７区 
29ヶ所 8ヶ所 

1ヶ所 深さ不明 

7ヶ所 浅井戸 

恵那市大井町

13区 
40ヶ所 36ヶ所 

32ヶ所 浅井戸 

4ヶ所 深井戸 
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図 4-1-1-1 区割り図 

 

 

 

図 4-1-1-2 地質縦断図 
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粘性土

苗木土岐花崗岩

瑞浪層群明世累層

濃飛流紋岩

凡例

山岳トンネル区間開削トンネル区間

第二大井トンネル

開削工法開削工法 山岳工法
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可能性あり

ため池
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350
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図 4-1-1-3 事後調査地点図（水資源） 

予測検討範囲 



 

 

 
 

   地表面の沈下量 

図 4-1-1-4 事後調査地点図（地盤沈下） 
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4-1-2 モニタリング 

事後調査とは別に、工事中の環境管理を適切に行うことを目的に、表 4-1-2-1 のとおりモ

ニタリングを実施する。 

 

表 4-1-2-1 モニタリングの実施内容 

環境要素の区分 調査項目 調査地点 調査時期及び頻度 

大気質 二酸化窒素、浮遊粒子

状物質、粉じん等 

図 4-1-2-1, 

図 4-1-2-2 

・工事最盛期に 1 回実施（四季調査） 

（建設機械の稼働：2028～2029年度を予定） 

（資材及び機械の運搬に用いる主要なルート： 

2027～2028年度を予定） 

騒音 騒音 図 4-1-2-1, 

図 4-1-2-2 

・工事最盛期に 1 回実施 

（建設機械の稼働：2026年度を予定） 

（資材及び機械の運搬に用いる主要なルート： 

2027年度を予定） 

振動 振動 図 4-1-2-1, 

図 4-1-2-2 

・工事最盛期に 1 回実施 

（建設機械の稼働：2026年度を予定） 

（資材及び機械の運搬に用いる主要なルート： 

2027年度を予定） 

水質（河川） 浮遊物質量（SS）、 

水温、水素イオン濃度

（pH） 

図 4-1-2-3 ・工事前に 1回（阿木川は 2020年 2月、濁川、

黒岩川は 2024年 1月に実施済み） 

・工事中に毎年 1 回、低水期に実施 

自然由来の重金属等 

（カドミウム、六価クロ

ム、水銀、セレン、鉛、

ヒ素、ふっ素、ほう素） 

水資源 地下水の水位（水量）又

は河川の流量、水温、水

素イオン濃度（pH）、電

気伝導率、透視度（井

戸・湧水のみ） 

図 4-1-2-4 ・トンネル工事前の一定期間、月1回 

（2025年12月から実施） 

・トンネル工事中、月1回 

・トンネル工事完了後の一定期間 

上記を基本とするが、トンネル工事中、トンネル工

事完了後は状況に応じて検討していく。 

土壌汚染 自然由来の重金属等 

（カドミウム、六価クロ

ム、水銀、セレン、鉛、

ヒ素、ふっ素、ほう

素）、酸性化可能性 

図 4-1-2-5 ・トンネル掘削発生土において、1日 1回を基本に

実施 

 

・水質（河川）の工事前の調査のうち、阿木川については、長島トンネル新設工事における調査地点を兼ねて

おり、長島トンネル新設工事が開始する前に実施した2020年2月の調査を、本工事における工事前の調査と

位置づけている。 

・調査地点、調査時期については、工事の状況等により変更する場合がある。 

・モニタリングとは別に工事施工ヤードでの騒音・振動について日々簡易計測を行い、その結果も踏まえて影

響の低減を図る。 

・工事施工ヤードから放流する工事排水は、浮遊物質量（SS）、水量、水温、水素イオン濃度（pH）の測定を1

日1回を基本に実施する。また、工事中に刺激臭、悪臭又は異常な色を呈した土壌や地下水を確認した場合

は、自然由来の重金属等を測定する。 

・工事排水のうち、品川方工事施工ヤードのトンネル湧水を含む工事排水については、自然由来の重金属等に

ついて定期的に測定を実施する。  
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・本図は自社の測量成果物を用いている。 

・調査地点は、工事の進捗等により、変更となる場合がある。 

図 4-1-2-1 モニタリング（工事施工ヤード周辺の大気質、騒音、振動） 

 

 

大気環境（工事施工ヤード周辺）

大気質
（二酸化窒素、浮遊粒子状物質、粉じん等）
騒音、振動

・大気質
工事最盛期に１回実施（四季調査）

・騒音、振動
工事最盛期に１回実施

N
工事施工ヤード

本書対象の計画路線（地上区間）

本書対象の計画路線（トンネル区間）

0 100 300 500（m）

騒音・振動についての日々の簡易計測

【モニタリング】

本書対象外の計画路線（地上区間）

本書対象外の計画路線（トンネル区間）

大井非常口工事施工ヤード
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・調査地点は、工事の進捗等により、変更となる場合がある。 

・調査については、他工区における工事内容も勘案し影響が最大となる時期に実施する。 

図 4-1-2-2 モニタリング（資材及び機械の運搬に用いる車両の主要なルートにおける大気質、騒音、振動） 
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・本図は自社の測量成果物を用いている。 

・調査地点は、工事の進捗等により、変更となる場合がある。 

図 4-1-2-3 モニタリング（水質（河川））



 

 

 

   地下水の水位（井戸） 

E-143 

E-144 

E-145 

E-146 

E-147 

図 4-1-2-4 モニタリング（水資源） 

4
-
1
0
 

予測検討範囲 
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・本図は自社の測量成果物を用いている。 

・調査地点は、工事の進捗等により、変更となる場合がある。 

図 4-1-2-5 モニタリング（土壌汚染） 

 

4-2 事後調査及びモニタリングの結果の取り扱い 

事後調査の結果については、岐阜県環境影響評価条例第 38 条第 1 項に基づき年度毎に事後

調査報告書をとりまとめ、岐阜県及び関係市町に提出するとともに、当社のホームページにて

掲載する。また、モニタリングの結果及び環境保全措置の実施状況についても年度毎にとりま

とめ、岐阜県及び関係市町に送付するとともに当社のホームページに掲載する。 

なお、必要により、環境保全措置の追加や変更を行う。 

 

土壌汚染（土砂ピット（判定用））

自然由来の重金属等
（カドミウム、六価クロム、水銀、
セレン、鉛、ヒ素、ふっ素、ほう素）

・トンネル掘削発生土において、
１日１回を基本に実施

酸性化可能性

N

【モニタリング】

本書対象の計画路線（トンネル区間）

本書対象外の計画路線（地上区間）

本書対象外の計画路線（トンネル区間）

0 50 100 200（m）
工事施工ヤード



 

 

参-1 

（参考 1）環境対策工の配置について 

列車の走行に係る騒音対策としての環境対策工の配置に際しては、防音壁又は防音防災フ

ード等の音源対策、個別家屋対策、関係機関による土地利用対策の考え方を総合的に勘案し、

現状の住居等の分布状況や土地利用の状況に基づいて計画した。 

 明かり路盤、高架橋、阿木川橋りょうにおいては、恵那市大井町に住居等が多く存在して

いる集落がある等の理由から、（参考 1）図 1、（参考 1）図 2 に示すとおり、防音防災フー

ドを設置することとした。 

 

 
・本図は自社の測量成果物を用いている。 

（参考 1）図 1 環境対策工の配置（平面図） 

 

 

 
側面図 

 

（参考 1）図 2 環境対策工の配置（側面図） 

 

  

品川方
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野尻野畑地区
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防音防災フード

604020
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（参考 2）土壌環境（地盤沈下）の付属資料 

 

（参考 2）表 1 岩種分類表 

 

出典：山岳トンネル設計施工標準・同解説 

（2008 年 4 月、独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構） 
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（参考 2）表 2 計画段階における地山分類基準

 
出典：山岳トンネル設計施工標準・同解説 

（2008 年 4 月、独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構） 

 

（参考 2）表 3 標準支保パターンの選定表 

 
出典：山岳トンネル設計施工標準・同解説 

（2008 年 4 月、独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構） 
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（参考 2）図 1 地質縦断図 
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（参考 2）表 4 補助工法の分類表 

出典：トンネル標準示方書［共通編］・同解説［山岳工法編］・同解説（2016 年、土木学会） 
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（参考 3）恵那市岡瀬沢地区における工事用車両の主な運行ルート及び想定台数 

恵那市内及び中津川市内においては、中央新幹線建設に係る複数の工事が施工中あるい

は計画されており、それらの工事位置を（参考 3）図 1 に示す。 

また、恵那市岡瀬沢地区周辺（中央新幹線中部総合車両基地ほか新設工事～長島トンネ

ル新設工事（大井非常口））における工事用車両の主な運行ルートを（参考 3）図 2 に示

す。 

 

（参考 3）図 1 工事位置図 

 

1

④

②

①

⑧

⑦

⑪

⑥

⑤

③

⑫

0 1.0 2.0 3.0

⑩ ⑨

⑬

①中津川市内山口下島地区発生土仮置き場
②中央新幹線、中央アルプストンネル（山口）工事
③中央新幹線第一木曽川橋りょう新設工事（工事用進入路）及び
中央新幹線第一木曽川橋りょうほか新設工事

④中央新幹線瀬戸トンネル新設工事
⑤中央新幹線第二木曽川橋りょうほか新設工事
⑥中央新幹線駒場トンネル新設工事（駒場非常口）
⑦中津川市内千旦林発生土仮置き場A
⑧中央新幹線中部総合車両基地ほか新設工事
中央新幹線中部総合車両基地建物ほか新設工事
中央新幹線中部総合車両基地電気設備新設工事

⑨中部総合車両基地北側発生土置き場
⑩中央新幹線中部総合車両基地ほか新設工事（回送線）
⑪中央新幹線駒場トンネル新設工事（名古屋方）
⑫中央新幹線岐阜県駅（仮称）ほか新設工事
⑬中央新幹線岐阜県駅（仮称）ほか新設工事（回送線）
⑭中央新幹線第一茄子川高架橋ほか新設工事
⑮中央新幹線第一大井トンネルほか新設工事

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

⑭

⑮

⑯中央新幹線第二大井トンネルほか新設工事（品川方）
⑰中央新幹線第二大井トンネルほか新設工事（名古屋方）
⑱中央新幹線長島トンネル新設工事（大井非常口）
⑲中央新幹線長島トンネル新設工事（名古屋方）
⑳中央新幹線日吉トンネル（武並工区）ほか新設工事



参-7 

 

 

・地点Ａは、評価書の予測地点のうち恵那市岡瀬沢地区において中央新幹線建設に係る複数の工事による

工事用車両が運行する地点である。 

・工事用車両（発生土以外）については主な運行ルートを記載している。 

・まとまった量のコンクリートを打設する必要があり、やむを得ず多くのトラックミキサー車を運行する

日は、発生土や資機材に関わる工事用車両運行台数を抑える。 

・運行計画については、工事の状況により変更する場合がある。 

（参考 3）図 2 恵那市岡瀬沢地区における工事用車両の主な運行ルート 

 

評価書においては、本工事、中央新幹線第一大井トンネルほか新設工事及び中央新幹線

第一茄子川高架橋ほか新設工事（以下「本工事等」という。）の工事用車両が、市道原・

前田線（（参考 3）図 2 における地点Ａ）を運行する計画であったことに加えて、現在、

恵那市内や中津川市内の他工区の工事用車両も市道原・前田線を運行している。 

本工事等に加え恵那市内及び中津川市内の工事の工事用車両台数（以下「総台数」とい

う。）は、まずは評価書に記載した、資材及び機械の運搬に用いる車両の発生交通量（496

台/日※）以下となるように、工区間で調整し工事用車両運行台数の平準化や低減を図る。 

しかし、将来的に工事が最大限輻輳した場合には、900 台/日※となる可能性があり、今

後、総台数が評価書に記載した、資材及び機械の運搬に用いる車両の発生交通量（496 台/

日※）を超過することが明らかになった場合は、関係者との調整を行った後に、環境保全

措置の内容を詳細なものにするための調査及び影響検討を実施する。 

 

※ 運行台数は、片道を１台とした両方向の交通量を示している。 

 

 

⑧

⑦

⑪

0 1.0 2.0 3.0

⑩ ⑨

⑬

⑦中津川市内千旦林発生土仮置き場A
⑧中央新幹線中部総合車両基地ほか新設工事
中央新幹線中部総合車両基地建物ほか新設工事
中央新幹線中部総合車両基地電気設備新設工事

⑨中部総合車両基地北側発生土置き場
⑩中央新幹線中部総合車両基地ほか新設工事（回送線）
⑪中央新幹線駒場トンネル新設工事（名古屋方）
⑫中央新幹線岐阜県駅（仮称）ほか新設工事
⑬中央新幹線岐阜県駅（仮称）ほか新設工事（回送線）
⑭中央新幹線第一茄子川高架橋ほか新設工事
⑮中央新幹線第一大井トンネルほか新設工事
⑯中央新幹線第二大井トンネルほか新設工事（品川方）
⑰中央新幹線第二大井トンネルほか新設工事（名古屋方）
⑱中央新幹線長島トンネル新設工事（大井非常口）

⑯

⑰

⑱
⑭

⑮

⑫

地点Ａ

三坂交差点

原西交差点

二軒屋交差点

観音寺交差点

深沢交差点

東諏訪交差点

正家交差点

運行ルート
工事用車両（発生土以外）
工事用車両（発生土）



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本書は、再生紙を使用している。 
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本書に掲載した地図は、注記があるものを除き、国土地理院発行の数値地図50000（地

図画像）、25000（地図画像）を加工して作成したものである。 


	00 【公開】表紙、目次.pdf
	01,02 第１章、第２章 工事の概要.pdf
	03 【公開】第３章 環境保全措置の計画.pdf
	04 第４章 事後調査及びモニタリング.pdf
	05 参考1、2 供用時の環境保全措置の計画.pdf
	05_参考3 恵那市岡瀬沢地区における工事用車両の主な運行ルート及び想定台数.pdf
	06 巻末_第二大井トンネル_保全計画書.pdf

